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第 １ 号 平 成２５年 度 徳 島 県 一 般 会 計 予 算

平成２５年度徳島県一般会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４６２，０７５，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

（継続費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は，「第２表継続費」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第３表債務負担行為」による。

（地方債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第４表地方債」に

よる。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，９０，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

�１ 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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款 項 金 額

１ 県 税 ６６，５００，０００

１ 県 民 税 ２６，８０５，４７２

２ 事 業 税 １２，１４２，８２２

３ 地 方 消 費 税 ７，５５５，９９４

４ 不 動 産 取 得 税 １，２５２，５４２

５ 県 た ば こ 税 ９９６，８２８

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 ２９３，８４１

７ 自 動 車 取 得 税 ９３７，２８５

８ 軽 油 引 取 税 ５，９２１，３７９

９ 自 動 車 税 １０，５６７，３１８

１０ 鉱 区 税 １，５４８

１１ 狩 猟 税 ２４，８５１

１２ 旧 法 に よ る 税 １２０

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 １４，７８７，０００
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１ 地 方 消 費 税 清 算 金 １４，７８７，０００

３ 地 方 譲 与 税 ９，２４２，０００

１ 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 ７，２８６，０００

２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １，８３３，０００

３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 １２０，０００

４ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 ３，０００

４ 地 方 特 例 交 付 金 １３０，０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 １３０，０００

５ 地 方 交 付 税 １４０，０００，０００

１ 地 方 交 付 税 １４０，０００，０００

６ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ２９０，０００

１ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ２９０，０００

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 １，０３３，１５４

１ 分 担 金 ２８２，３７５

２ 負 担 金 ７５０，７７９

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 ３，９６６，２９４

１ 使 用 料 ２，４５５，１２４
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２ 手 数 料 １，５１１，１７０

９ 国 庫 支 出 金 ５３，２９４，４７６

１ 国 庫 負 担 金 ２８，６７２，８７６

２ 国 庫 補 助 金 ２３，０９６，８７３

３ 委 託 金 １，５２４，７２７

１０ 財 産 収 入 ８６０，２０２

１ 財 産 運 用 収 入 ５１８，０９３

２ 財 産 売 払 収 入 ３４２，１０９

１１ 寄 附 金 １３，２２９

１ 寄 附 金 １３，２２９

１２ 繰 入 金 ９１，８１０，８２７

１ 特 別 会 計 繰 入 金 ５６，３１３，８６６

２ 基 金 繰 入 金 ３５，４９６，９６１

１３ 繰 越 金 １，０００，０００

１ 繰 越 金 １，０００，０００

１４ 諸 収 入 １３，８０３，８１８

１ 延 滞 金，加 算 金 及 び 過 料 等 １３９，９１０
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款 項 金 額

１ 議 会 費 ９８０，４３３

１ 議 会 費 ９８０，４３３

２ 総 務 費 ２１，９９７，３０８

１ 総 務 管 理 費 １１，１８８，５１４

２ 県 預 金 利 子 １４，９６６

３ 公 営 企 業 貸 付 金 元 利 収 入 ２，３３０，０００

４ 貸 付 金 元 利 収 入 ４，６４２，０２５

５ 受 託 事 業 収 入 １，１５５，８０４

６ 収 益 事 業 収 入 ２，９２７，３２７

７ 利 子 割 精 算 金 収 入 １６９

８ 雑 入 ２，５９３，６１７

１５ 県 債 ６５，３４４，０００

１ 県 債 ６５，３４４，０００

歳 入 合 計 ４６２，０７５，０００

歳 出

千円
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２ 企 画 費 ３，９９２，２２８

３ 徴 税 費 ２，４６０，９２３

４ 市 町 村 振 興 費 ２，０２９，４８６

５ 選 挙 費 ５０８，５６０

６ 防 災 費 １，１８５，５４４

７ 統 計 調 査 費 ３２５，０８４

８ 人 事 委 員 会 費 １３１，２８４

９ 監 査 委 員 費 １７５，６８５

３ 民 生 費 ５７，７３４，６６５

１ 社 会 福 祉 費 ４２，１４８，４９２

２ 児 童 福 祉 費 ９，６３７，６４７

３ 生 活 保 護 費 ５，９４８，５２６

４ 衛 生 費 ２３，８５２，６３５

１ 公 衆 衛 生 費 ５，８５６，８１９

２ 環 境 衛 生 費 ２，５３０，９３２

３ 保 健 所 費 １，３６８，７６８

４ 医 薬 費 ９，０４９，７８４
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５ 病 院 事 業 費 ５，０４６，３３２

５ 労 働 費 ６，７８５，２３６

１ 労 政 費 ５，６３１，８３６

２ 職 業 訓 練 費 １，０４３，２２０

３ 労 働 委 員 会 費 １１０，１８０

６ 農 林 水 産 業 費 ３１，９５１，０７９

１ 農 業 費 ４，２８８，１３７

２ 園 芸 費 ６５９，９２３

３ 畜 産 業 費 ８８８，３６４

４ 農 地 費 ８，１６７，６１４

５ 林 業 費 １６，０７６，０２５

６ 水 産 業 費 １，８７１，０１６

７ 商 工 費 ５９，０７２，６１７

１ 商 業 費 ５４，４０９，１３１

２ 工 鉱 業 費 ３，５７７，８３８

３ 観 光 費 １，０８５，６４８

８ 土 木 費 ４０，６０８，００５
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１ 土 木 管 理 費 ４，１８７，０３７

２ 道 路 橋 り ょ う 費 １９，００９，０９３

３ 河 川 海 岸 費 ９，８４２，４５１

４ 港 湾 費 ３，０８９，０１８

５ 都 市 計 画 費 ３，２０３，２４５

６ 住 宅 費 １，２７７，１６１

９ 警 察 費 ２２，０１３，２１９

１ 警 察 管 理 費 １９，９４６，５８３

２ 警 察 活 動 費 ２，０６６，６３６

１０ 教 育 費 ８３，５９５，０２１

１ 教 育 総 務 費 １１，１５７，９１０

２ 小 学 校 費 ２６，８３３，１９７

３ 中 学 校 費 １５，６９２，３４５

４ 高 等 学 校 費 １８，４０８，６９７

５ 特 別 支 援 学 校 費 ８，４０８，９９６

６ 社 会 教 育 費 ２，２４９，５４８

７ 保 健 体 育 費 ８４４，３２８

初校
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１１ 災 害 復 旧 費 ９，７９９，６８２

１ 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 １，３９４，７７０

２ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ８，３０４，９１２

３ 公 用 公 共 用 施 設 災 害 復 旧 費 １００，０００

１２ 公 債 費 ８６，９９５，１２３

１ 公 債 費 ８６，９９５，１２３

１３ 諸 支 出 金 １６，５３９，９７７

１ 地 方 消 費 税 清 算 金 ７，４２２，５９０

２ 利 子 割 交 付 金 ２８０，０７７

３ 配 当 割 交 付 金 ３５８，３９９

４ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ２３５，０１５

５ 地 方 消 費 税 交 付 金 ７，４１４，５２８

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ２０５，８０２

７ 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 １００

８ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 ６２３，３１６

９ 利 子 割 精 算 金 １５０

１４ 予 備 費 １５０，０００

初校
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１ 予 備 費 １５０，０００

歳 出 合 計 ４６２，０７５，０００

第２表 継 続 費

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 り ょ う 費 出合大橋上部工架設事業 ２，７００，０００ ２５ ５００，０００

２６ ５００，０００

２７ ９００，０００

２８ ８００，０００

事 項 期 間 限 度 額

住民基本台帳ネットワークシステム電子計算機等賃貸借契約 自 平成２６年度
至 平成３１年度 １１，０２２千円

地方債証券の共同発行により生ずる連帯債務（共同発行市場公募地方債） 自 平成２５年度
至 平成３５年度

元金
１，４９２，０００，０００千円
及びこれに対する利
子相当額

自動車税納税通知書等作成業務委託契約 平 成 ２６ 年 度 １０，０００千円

歩行者用交通信号灯器ＬＥＤ電球賃貸借契約 自 平成２６年度
至 平成３０年度 ６５，０００千円

再校

千円 千円

第３表 債務負担行為
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公益財団法人とくしま産業振興機構の中小企業・雇用対策推進費造成事業融資損失補償契約 平 成 ２６ 年 度

融資額
３６，８００，０００千円

及び金利３％並びに
延滞金及び違約金年
１０．９５％の範囲内に
おける損失補償

公益財団法人とくしま産業振興機構のとくしま経済飛躍ファンド造成事業融資損失補償契約 平 成 ２６ 年 度

融資額 ９６０，０００千円
及び金利３％並びに
延滞金及び違約金年
１０．９５％の範囲内に
おける損失補償

県営かんがい排水事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ２０，０００千円

基幹農道整備事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ３００，０００千円

広域営農団地農道整備事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ４０，０００千円

県営農道整備事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ５，０００千円

経営体育成基盤整備事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ２０，０００千円

農業水利施設保全対策事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ３０，０００千円

耕地地すべり防止事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ２０，０００千円

湛水防除事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 １００，０００千円

県営老朽ため池等整備事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 １０，０００千円

財団法人徳島県農業開発公社の農地保有合理化事業等資金損失補償契約 自 平成２６年度
至 平成３６年度

融資額 １００，０００千円
並びに延滞金及び違
約金年１０．９５％の範
囲内における損失補
償

再校
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社団法人徳島県林業公社の株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約 自 平成２５年度
至 平成７５年度

融資額 ２２０，６０６千円
に対するつぎにかか
げる損失補償
償還期限到来後１０か
月の期間満了の日
（以下「損失確定
日」という。）にお
いて，株式会社日本
政策金融公庫が弁済
を受けなかった元利
金合計額（遅延損害
金を含む。）及び損
失確定日の翌日から
補償履行の日までの
利率年１１％の割合に
よる金額

徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証 自 平成２６年度
至 平成３５年度

融資額
２，５００，０００千円

及び金利５％の範囲
内における債務保証

徳島県土地開発公社の用地取得等契約 自 平成２６年度
至 平成３５年度

用地費，補償費等
２，５００，０００千円

及び金利５％の範囲
内の金額

街路事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ４００，０００千円

公園整備事業工事請負等契約 平 成 ２６ 年 度 ３６０，０００千円

広域河川改修事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ７０，０００千円

総合流域防災事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ９０，０００千円

地震・高潮対策河川事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ５０，０００千円

海岸侵食対策事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ８０，０００千円

河川等災害関連事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 １００，０００千円

再校
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河川等施設災害復旧事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 １，０００，０００千円

道路局部改良事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ２０，０００千円

道路改築事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ２５０，０００千円

緊急地方道路整備事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 １，３００，０００千円

橋りょう修繕事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ２０，０００千円

県単独港湾整備事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ５０，０００千円

港湾施設災害復旧事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ３００，０００千円

高校施設整備事業工事請負等契約 平 成 ２６ 年 度 １，２８７，６１５千円

県立高等学校総合寄宿舎賃貸借契約 自 平成２６年度
至 平成３１年度 ６３７，０００千円

警察本部庁舎防災機能強化事業工事請負等契約 平 成 ２６ 年 度 ２９２，１２２千円

警察本部電子計算機等賃貸借契約 自 平成２６年度
至 平成３０年度 ２６８，２６６千円

運転免許証作成システム電子計算機賃貸借等契約 自 平成２６年度
至 平成３０年度 ６８９，９３４千円

第４表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

総務管理事業 １，２７８，０００ 証書借入又は証券発
行（他の地方公共団
体との共同発行を含
む。）

年５％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。企画事業 １，６６８，０００

千円
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市町村振興事業 ８００，０００

防災事業 ６７，０００

社会福祉事業 ３，０００

環境衛生事業 １０，０００

保健所事業 ５，０００

農業事業 ５８，０００

農地事業 １，１４４，０００

林業治山事業 ２，０４４，０００

水産事業 ２７６，０００

道路橋りょう事業 ５，９８４，０００

河川海岸事業 ４，４１０，０００

港湾事業 ８２９，０００

都市計画事業 ８６３，０００

住宅事業 ２１２，０００

警察関係事業 １，８５２，０００

教育総務事業 ３，３００，０００

高等学校整備事業 １，３４４，０００

再校
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特別支援学校整備事業 １，０５３，０００

土木施設災害復旧事業 ３，０５１，０００

公用公共用施設災害復旧事業 ９３，０００

臨時財政対策債 ３５，０００，０００

計 ６５，３４４，０００

再校
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第 ２ 号 平成２５年度徳島県用度事業特別会計予算

平成２５年度徳島県用度事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ９５２，４２３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 用 度 事 業 収 入 ９５２，４２３

１ 財 産 収 入 ２００

２ 繰 越 金 １０，０８２

３ 諸 収 入 ９４２，１４１

歳 入 合 計 ９５２，４２３

千円

初校
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歳 出

款 項 金 額

１ 用 度 事 業 費 ９５２，４２３

１ 用 度 事 業 費 ９５２，４２３

歳 出 合 計 ９５２，４２３

初校

千円
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第 ３ 号 平成２５年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算

平成２５年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２，５８６，１７５千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 市 町 村 振 興 資 金 収 入 ２，５８６，１７５

１ 繰 越 金 １，０４３，０３３

２ 諸 収 入 １，５４３，１４２

歳 入 合 計 ２，５８６，１７５

千円

初校
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歳 出

款 項 金 額

１ 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 ２，５８６，１７５

１ 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 ２，５８６，１７５

歳 出 合 計 ２，５８６，１７５

初校

千円
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第 ４ 号 平成２５年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算

平成２５年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２５０，４０２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 収 入 ２５０，４０２

１ 繰 入 金 ２１３，７１２

２ 諸 収 入 ３６，６９０

歳 入 合 計 ２５０，４０２

千円

初校
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歳 出

款 項 金 額

１ 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 ２５０，４０２

１ 早明浦ダム建設事業都市用水負担金 ６９，６１９

２ 正木ダム建設事業都市用水負担金 ３９，５６３

３ 旧吉野川河口堰建設事業都市用水負担金 １４１，２２０

歳 出 合 計 ２５０，４０２

初校

千円
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第 ５ 号 平成２５年度徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

平成２５年度徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２２０，３１９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第２表地方債」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入 ２２０，３１９

１ 繰 入 金 １，０００

２ 繰 越 金 １０８，１３０

３ 諸 収 入 １０９，１８９

４ 県 債 ２，０００

千円

初校
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歳 出

款 項 金 額

１ 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 ２２０，３１９

１ 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 ２２０，３１９

歳 出 合 計 ２２０，３１９

歳 入 合 計 ２２０，３１９

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

母子寡婦福祉資金貸付金 ２，０００ 政府の定めるところによる。 無 利 子 政府の定めるところによる。

初校

千円

千円

２４

平成25年2月議案



第 ６ 号 平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算

平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１１２，９９５，６５１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表債務負担行為」に

よる。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 収 入 １１２，９９５，６５１

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２，５００

２ 財 産 収 入 ７００

３ 繰 入 金 ５６，７１６，６００

４ 諸 収 入 ５６，２７５，８５１

千円

再校
第６号 平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算 ２５

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 費 １１２，９９５，６５１

１ 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 費 １１２，９９５，６５１

歳 出 合 計 １１２，９９５，６５１

第２表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

企業立地促進事業に係る補助金交付指令 自 平成２６年度
至 平成３３年度 ２，０００，０００千円

歳 入 合 計 １１２，９９５，６５１
初校

千円

２６

平成25年2月議案



第 ７ 号 平成２５年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

平成２５年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，０３９，１５７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 中 小 企 業 近 代 化 資 金 収 入 １，０３９，１５７

１ 繰 越 金 １０７，３９２

２ 諸 収 入 ９３１，７６５

歳 入 合 計 １，０３９，１５７

千円

初校
第７号 平成２５年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算 ２７

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 １，０３９，１５７

１ 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 １，０３９，１５７

歳 出 合 計 １，０３９，１５７

初校

千円

２８

平成25年2月議案



第 ８ 号 平成２５年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算

平成２５年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６３，８５４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 収 入 ６３，８５４

１ 財 産 収 入 ６３，８４４

２ 諸 収 入 １０

歳 入 合 計 ６３，８５４

千円

初校
第８号 平成２５年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算 ２９

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 ６３，８５４

１ 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 ６３，８５４

歳 出 合 計 ６３，８５４

初校

千円

３０

平成25年2月議案



第 ９ 号 平成２５年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算

平成２５年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４６，０１０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 農 業 改 良 資 金 収 入 ４６，０１０

１ 繰 入 金 ４００

２ 繰 越 金 ４２，３８１

３ 諸 収 入 ３，２２９

歳 入 合 計 ４６，０１０

千円

初校
第９号 平成２５年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算 ３１

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 ４６，０１０

１ 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 ４６，０１０

歳 出 合 計 ４６，０１０

初校

千円

３２

平成25年2月議案



第１０号 平成２５年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算

平成２５年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１０２，６８５千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 林 業 改 善 資 金 収 入 １０２，６８５

１ 繰 入 金 ２，６８２

２ 繰 越 金 ８３，２３８

３ 諸 収 入 １６，７６５

歳 入 合 計 １０２，６８５

千円

初校
第１０号 平成２５年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算 ３３

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 １０２，６８５

１ 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 １０２，６８５

歳 出 合 計 １０２，６８５

初校

千円

３４

平成25年2月議案



第１１号 平成２５年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算

平成２５年度徳島県県有林県行造林事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１８０，９０１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 県 有 林 県 行 造 林 事 業 収 入 １８０，９０１

１ 財 産 収 入 ８４，１３４

２ 繰 入 金 ８９，０２７

３ 繰 越 金 １００

４ 諸 収 入 ７，６４０

歳 入 合 計 １８０，９０１

千円

初校
第１１号 平成２５年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算 ３５

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 １８０，９０１

１ 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 １８０，９０１

歳 出 合 計 １８０，９０１

初校

千円

３６

平成25年2月議案



第１２号 平成２５年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

平成２５年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ８１，１９０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 収 入 ８１，１９０

１ 繰 入 金 １，１８８

２ 繰 越 金 ３９，５１２

３ 諸 収 入 ４０，４９０

歳 入 合 計 ８１，１９０

千円

初校
第１２号 平成２５年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算 ３７

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 ８１，１９０

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 ８１，１９０

歳 出 合 計 ８１，１９０

初校

千円

３８

平成25年2月議案



第１３号 平成２５年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算

平成２５年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，９０４，９５６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 収 入 １，９０４，９５６

１ 財 産 収 入 ９６２，４４６

２ 繰 入 金 ９４０，０００

３ 繰 越 金 ２，２１０

４ 諸 収 入 ３００

歳 入 合 計 １，９０４，９５６

千円

再校
第１３号 平成２５年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算 ３９

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 費 １，９０４，９５６

１ 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 費 １，８９１，６１３

２ 土 地 開 発 基 金 積 立 金 １３，３４３

歳 出 合 計 １，９０４，９５６

初校

千円

４０

平成25年2月議案



第１４号 平成２５年度徳島県流域下水道事業特別会計予算

平成２５年度徳島県流域下水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６００，６８７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第２表地方債」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 流 域 下 水 道 事 業 収 入 ６００，６８７

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 １６１，６９１

２ 国 庫 支 出 金 １０，０００

３ 繰 入 金 ２３９，９９６

４ 県 債 １８９，０００

千円

初校
第１４号 平成２５年度徳島県流域下水道事業特別会計予算 ４１

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 流 域 下 水 道 事 業 費 ６００，６８７

１ 旧 吉 野 川 流 域 下 水 道 事 業 費 ６００，６８７

歳 出 合 計 ６００，６８７

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

旧吉野川流域下水道事業 １８９，０００ 証書借入又は証券発
行

年５％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

歳 入 合 計 ６００，６８７
初校

千円

千円

４２

平成25年2月議案



第１５号 平成２５年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算

平成２５年度徳島県港湾等整備事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５，０６１，８７８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第２表地方債」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 港 湾 等 整 備 事 業 収 入 ５，０６１，８７８

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ６６３，８３８

２ 財 産 収 入 ２３９，４０５

３ 繰 入 金 １，１５５，０００

４ 諸 収 入 ８，６３５

千円

再校
第１５号 平成２５年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算 ４３

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 港 湾 等 整 備 事 業 費 ５，０６１，８７８

１ 港 湾 等 整 備 事 業 費 ３，４２９，８８５

２ 徳島小松島港沖洲（外）地区整備事業費 ６１８，０００

３ 空 港 周 辺 整 備 事 業 費 １，０１３，９９３

歳 出 合 計 ５，０６１，８７８

５ 県 債 ２，９９５，０００

歳 入 合 計 ５，０６１，８７８

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

港湾等整備事業 １，５７７，０００ 証書借入又は証券発
行

年５％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。徳島小松島港沖洲（外）地区

整備事業 ６１８，０００

空港周辺整備事業 ８００，０００

計 ２，９９５，０００

初校

千円

千円

４４

平成25年2月議案



第１６号 平成２５年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算

平成２５年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１０７，４１９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 県 営 住 宅 敷 金 等 収 入 １０７，４１９

１ 財 産 収 入 １，１９０

２ 繰 越 金 ２９，７７１

３ 諸 収 入 ７６，４５８

歳 入 合 計 １０７，４１９

千円

初校
第１６号 平成２５年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算 ４５

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 県 営 住 宅 敷 金 等 運 営 費 １０７，４１９

１ 県 営 住 宅 敷 金 運 営 費 １０５，８００

２ 借 上 公 共 賃 貸 住 宅 敷 金 運 営 費 １，６１９

歳 出 合 計 １０７，４１９

初校

千円

４６

平成25年2月議案



第１７号 平成２５年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算

平成２５年度徳島県奨学金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２９７，５９４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 奨 学 金 収 入 ２９７，５９４

１ 国 庫 支 出 金 ７２，２００

２ 財 産 収 入 ９６５

３ 繰 入 金 ６８，７１０

４ 繰 越 金 １００

５ 諸 収 入 １５５，６１９

歳 入 合 計 ２９７，５９４

千円

初校
第１７号 平成２５年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算 ４７

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 奨 学 金 貸 付 金 ２９７，５９４

１ 奨 学 金 貸 付 金 ２９７，５９４

歳 出 合 計 ２９７，５９４

初校

千円

４８

平成25年2月議案



第１８号 平成２５年度徳島県証紙収入特別会計予算

平成２５年度徳島県証紙収入特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３，４９１，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 証 紙 収 入 ３，４９１，０００

１ 証 紙 収 入 ２，８８７，５５７

２ 繰 越 金 ６０３，４４３

歳 入 合 計 ３，４９１，０００

千円

初校
第１８号 平成２５年度徳島県証紙収入特別会計予算 ４９

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 繰 出 金 ３，４９１，０００

１ 他 会 計 繰 出 金 ３，４９１，０００

歳 出 合 計 ３，４９１，０００

初校

千円

５０

平成25年2月議案



第１９号 平成２５年度徳島県公債管理特別会計予算

平成２５年度徳島県公債管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ９３，１５１，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第２表地方債」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 公 債 管 理 収 入 ９３，１５１，０００

１ 繰 入 金 ８２，３５１，０００

２ 県 債 １０，８００，０００

歳 入 合 計 ９３，１５１，０００

千円

初校
第１９号 平成２５年度徳島県公債管理特別会計予算 ５１

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 公 債 費 ９３，１５１，０００

１ 公 債 費 ９３，１５１，０００

歳 出 合 計 ９３，１５１，０００

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

借換債 １０，８００，０００ 証書借入又は証券発行（他の地方公
共団体との共同発行を含む。）

年 ５％以内 融資機関の融資条件による。ただし，必要
の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還
し，又は借換えすることができる。

初校

千円

千円

５２

平成25年2月議案



第２０号 平成２５年度徳島県給与集中管理特別会計予算

平成２５年度徳島県給与集中管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３０，５１５，８５７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 給 与 振 替 収 入 ３０，５１５，８５７

１ 給 与 振 替 収 入 ３０，５１５，８５７

歳 入 合 計 ３０，５１５，８５７

千円

再校
第２０号 平成２５年度徳島県給与集中管理特別会計予算 ５３

平成25年2月議案



歳 出

款 項 金 額

１ 給 与 費 ３０，５１５，８５７

１ 給 与 費 ３０，５１５，８５７

歳 出 合 計 ３０，５１５，８５７

初校

千円

５４

平成25年2月議案



第２１号 平成２５年度徳島県病院事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 病 床 数 ７９０床

�２ 年 間 患 者 数

入 院 ２０９，８７５人

外 来 ２７８，４０４人

�３ １ 日 平 均 患 者 数

入 院 ５７５人

外 来 １，１４１人

�４ 主要な建設改良事業

病院増改築工事費 ５，６３９，１１０千円

医療器械及び備品購入費 ９２９，６７２千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 １８，９２９，８０９千円

第１項 医 業 収 益 １６，９４１，９３４千円

第２項 医 業 外 収 益 １，９８７，８７５千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ２０，００５，９７５千円

第１項 医 業 費 用 １９，０２１，３８８千円

初校
第２１号 平成２５年度徳島県病院事業会計予算 ５５

平成25年2月議案



第２項 医 業 外 費 用 ６７７，７６６千円

第３項 特 別 損 失 ３０６，８２１千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７３４，２７７千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額４，３５０千円及び過年度分損益勘定留保資金７２９，９２７千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ９，０２９，６０２千円

第１項 企 業 債 ３，６９４，０００千円

第２項 負 担 金 ４０７，５２５千円

第３項 他会計からの借入金 ２，１００，０００千円

第４項 補 助 金 ２，８２８，０７７千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ９，７６３，８７９千円

第１項 建 設 改 良 費 ６，５６８，７８２千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ７３２，０２０千円

第３項 他会計からの借入金償還金 ２，４６３，０７７千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

三好病院医療器械・備品整備事業業務委託等契約 自 平成２６年度
至 平成３１年度 １，６５０，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

再校
５６

平成25年2月議案



起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

病院整備事業 ３，６９４，０００ 証書借入又は証券発
行

年５％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

千円

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は，５，０００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議

決を経なければならない。

�１ 職 員 給 与 費 １０，２７８，９５９千円

（たな卸資産の購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は，４，４２０，０００千円と定める。

（重要な資産の取得）

第１０条 重要な資産の取得は，次のとおりとする。

種 類 名 称 数 量

�１ 取得する資産 医療器械 リニアック 一 式

磁気共鳴断層撮影装置 一 式

Ｘ線コンピューター断層撮影装置 一 式

ＤＳＡ装置 一 式

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
５７
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初校

�

平成25年2月議案



第２２号 平成２５年度徳島県電気事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県電気事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 供給電力量 水力発電所 ３２４，０００，０００ｋＷｈ

太陽光発電所 ３，３２９，４１７ｋＷｈ

�２ 建設改良工事 和田島太陽光発電所建設事業 ５２９，２００千円

既設設備改良工事 ６６３，９４１千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 事 業 収 益 ２，７４５，３０２千円

第１項 営 業 収 益 ２，５６５，６１２千円

第２項 財 務 収 益 ２９，６５８千円

第３項 附 帯 事 業 収 益 １３９，８３５千円

第４項 事 業 外 収 益 ９，８９７千円

第５項 特 別 利 益 ３００千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ２，４６９，０７２千円

第１項 営 業 費 用 ２，３０４，３１８千円

第２項 財 務 費 用 １３千円

第３項 附 帯 事 業 費 用 １２３，２３５千円

第４項 事 業 外 費 用 ３７，５０６千円

再校
第２２号 平成２５年度徳島県電気事業会計予算 ５９
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第５項 特 別 損 失 １，０００千円

第６項 予 備 費 ３，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９４４，５０９千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額５６，５５４千円及び過年度分損益勘定留保資金８８７，９５５千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ３８５，７５１千円

第１項 固 定 資 産 売 却 代 ５，５２０千円

第２項 他会計長期貸付金返還金 ３８０，２３１千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １，３３０，２６０千円

第１項 建 設 改 良 費 １，１９３，１４１千円

第２項 投 資 １３７，１１９千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

日野谷発電所１号水車発電機修繕事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ３２９，７６９千円

勝浦発電所水車発電機改良事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ３７９，８６２千円

勝浦発電所屋外機器取替事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 １６２，５５５千円

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は，１，５００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

再校
６０

平成25年2月議案



第７条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくはこれら以外の経費の金額に流用し，又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

�１ 職 員 給 与 費 ８６７，０９８千円

�２ 交 際 費 １１８千円

（たな卸資産の購入限度額）

第８条 たな卸資産の購入限度額は，１０，０００千円と定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
６１
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第２３号 平成２５年度徳島県工業用水道事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県工業用水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 給水事業所数 ３３ 吉野川北岸工業用水道 ２３

阿南工業用水道 １０

�２ 年間総給水量 ６５，４８８，３００� 吉野川北岸工業用水道 ３８，６６０，８００�

阿南工業用水道 ２６，８２７，５００�

�３ １日平均給水量 １７９，４２０� 吉野川北岸工業用水道 １０５，９２０�

阿南工業用水道 ７３，５００�

�４ 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 ３９４，４９３千円

阿南工業用水道改良工事 ３２６，６６４千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 事 業 収 益 １，０６７，８４２千円

第１項 営 業 収 益 １，０６２，１４８千円

第２項 営 業 外 収 益 ５，６９４千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ９３１，８５５千円

第１項 営 業 費 用 ８３７，６９６千円

第２項 営 業 外 費 用 ９４，１５９千円

（資本的収入及び支出）

初校
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第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８１１，６７５千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額３２，８４１千円，過年度分損益勘定留保資金７６３，２６２千円及び当年度分損益勘定留保資金１５，５７２千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ８１，４７９千円

第１項 固 定 資 産 売 却 代 １，４７９千円

第２項 他 会 計 長 期 借 入 金 ８０，０００千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ８９３，１５４千円

第１項 建 設 改 良 費 ７２１，１５７千円

第２項 企 業 債 償 還 金 １７０，７９７千円

第３項 国 庫 補 助 金 返 還 金 １，２００千円

（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は，５００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくはこれら以外の経費の金額に流用し，又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

�１ 職 員 給 与 費 ２１８，５０６千円

�２ 交 際 費 １６千円

（たな卸資産の購入限度額）

第７条 たな卸資産の購入限度額は，２０，０００千円と定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
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第２４号 平成２５年度徳島県土地造成事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県土地造成事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 工業用地の管理事業 ２，９２３千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 事 業 収 益 １１，０４４千円

第１項 営 業 収 益 ７，７４０千円

第２項 営 業 外 収 益 ３，３０４千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ４，５８６千円

第１項 営 業 費 用 ４，５８５千円

第２項 営 業 外 費 用 １千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７８，９４１千円は，過年度分損益勘定留保資金７８，９４１

千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ３３，０７７千円

第１項 他会計長期貸付金返還金 ３３，０７７千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １１２，０１８千円

再校
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第１項 建 設 改 良 費 １８千円

第２項 投 資 １１２，０００千円

（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は，３０，０００千円と定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
６６
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第２５号 平成２５年度徳島県駐車場事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県駐車場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 収 容 台 数 ５２５台

�２ 建 設 改 良 工 事 既設設備改良工事 ４，３９４千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 事 業 収 益 ８０，６６０千円

第１項 営 業 収 益 ８０，０３０千円

第２項 営 業 外 収 益 ６３０千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ６７，８５６千円

第１項 営 業 費 用 ６６，６９３千円

第２項 営 業 外 費 用 １，１６３千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５７，４５１千円は，過年度分損益勘定留保資金

１５７，４５１千円で補てんするものとする。）。

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １５７，４５１千円

第１項 建 設 改 良 費 ４，３９４千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２０，０５７千円

初校
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第３項 投 資 １３３，０００千円

（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は，３００，０００千円と定める。

（たな卸資産の購入限度額）

第６条 たな卸資産の購入限度額は，１，０００千円と定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
６８

平成25年2月議案



徳 島 県 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 本 部 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 六 条 の 規 定 に 基 づ き 、 徳 島 県 新 型 イ

ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 本 部 （ 以 下 「 対 策 本 部 」 と い う 。 ） に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 組 織 ）

第 二 条 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 本 部 長 （ 以 下 「 本 部 長 」 と い う 。 ） は 、 対 策 本 部 の 事 務 を 総 括 す る 。

２ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 副 本 部 長 （ 以 下 「 副 本 部 長 」 と い う 。 ） は 、 本 部 長 を 助 け 、 対 策 本 部 の 事 務 を 整 理 す る 。

３ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 本 部 員 （ 以 下 「 本 部 員 」 と い う 。 ） は 、 本 部 長 の 命 を 受 け 、 対 策 本 部 の 事 務 に 従 事 す る 。

４ 対 策 本 部 に 本 部 長 、 副 本 部 長 及 び 本 部 員 の ほ か 、 必 要 な 職 員 を 置 く こ と が で き る 。

５ 前 項 の 職 員 は 、 県 の 職 員 の う ち か ら 、 知 事 が 任 命 す る 。

（ 会 議 ）

第 三 条 本 部 長 は 、 対 策 本 部 に お け る 情 報 交 換 及 び 連 絡 調 整 を 円 滑 に 行 う た め 、 必 要 に 応 じ 、 対 策 本 部 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。 ） を 招 集 す る 。

２ 本 部 長 は 、 法 第 二 十 三 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 国 の 職 員 そ の 他 県 の 職 員 以 外 の 者 を 会 議 に 出 席 さ せ た と き は 、 当 該 出 席 者 に 対 し 、 意 見 を 求 め る こ と が で

き る 。

（ 部 ）

第 四 条 本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 対 策 本 部 に 部 を 置 く こ と が で き る 。

第 二 十 六 号
徳 島 県 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 本 部 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 本 部 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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２ 部 に 属 す べ き 本 部 員 は 、 本 部 長 が 指 名 す る 。

３ 部 に 部 長 を 置 き 、 本 部 長 の 指 名 す る 本 部 員 が こ れ に 当 た る 。

４ 部 長 は 、 部 の 事 務 を 掌 理 す る 。

（ 雑 則 ）

第 五 条 前 各 条 に 定 め る も の の ほ か 、 対 策 本 部 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 本 部 長 が 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 法 の 施 行 の 日 又 は こ の 条 例 の 公 布 の 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 が 制 定 さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 本 部 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の

条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
７０
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新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例

（ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 」 の 下 に 「 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 を 加 え る 。

第 十 一 条 の 五 第 五 項 中 「 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 」 の 下 に 「 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 四 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 は 、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） 第 四 十 四 条 に 規 定 す る 職 員 で 住 所 又

は 居 所 を 離 れ て 県 の 区 域 内 に 滞 在 す る こ と を 要 す る も の に 対 し て 支 給 す る 。

（ 技 能 労 務 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 技 能 労 務 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 を 定 め る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 」 の 下 に 「 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 を 加 え る 。

第 九 条 の 三 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 は 、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） 第 四 十 四 条 に 規 定 す る 職 員 で 住 所 又

は 居 所 を 離 れ て 県 の 区 域 内 に 滞 在 す る こ と を 要 す る も の に 対 し て 支 給 す る 。

（ 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 七 号
新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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第 二 条 第 三 項 中 「 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 」 の 下 に 「 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 を 加 え る 。

第 十 五 条 の 二 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 は 、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） 第 四 十 四 条 に 規 定 す る 職 員 で 住 所 又

は 居 所 を 離 れ て 県 の 区 域 内 に 滞 在 す る こ と を 要 す る も の に 対 し て 支 給 す る 。

（ 病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 三 項 中 「 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 」 の 下 に 「 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 を 加 え る 。

第 二 十 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 は 、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） 第 四 十 四 条 に 規 定 す る 職 員 で 住 所 又

は 居 所 を 離 れ て 県 の 区 域 内 に 滞 在 す る こ と を 要 す る も の に 対 し て 支 給 す る 。

（ 徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 」 の 下 に 「 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 を 加 え る 。

第 十 五 条 の 五 第 五 項 中 「 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 」 の 下 に 「 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 四 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 は 、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） 第 四 十 四 条 に 規 定 す る 職 員 で 住 所 又

は 居 所 を 離 れ て 県 の 区 域 内 に 滞 在 す る こ と を 要 す る も の に 対 し て 支 給 す る 。

（ 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 八 条 の 五 第 五 項 中 「 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 」 の 下 に 「 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 四 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 は 、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） 第 四 十 四 条 に 規 定 す る 職 員 で 住 所 又

は 居 所 を 離 れ て 県 の 区 域 内 に 滞 在 す る こ と を 要 す る も の に 対 し て 支 給 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） の 施 行 の 日 又 は こ の 条 例 の 公 布 の 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 施 行 す る 。

再校
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提 案 理 由

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 が 制 定 さ れ 、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 が 新 設 さ れ た こ と に 鑑 み 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行 う 必

要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
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徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中 百 三 十 九 の 項 か ら 百 四 十 二 の 項 ま で を 削 り 、 百 四 十 三 の 項 を 百 三 十 九 の 項 と し 、 百 四 十 四 の 項 か ら 百 五 十 五 の 項 ま で を 四 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。

別 表 第 二 の 七 の 項 中 「 百 五 十 三 の 項 」 を 「 百 四 十 九 の 項 」 に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 申 請 が な さ れ て い る 製 菓 衛 生 師 の 免 許 並 び に 免 許 証 の 書 換 え 交 付 及 び 再 交 付 に 係 る 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

製 菓 衛 生 師 法 に 基 づ く 製 菓 衛 生 師 の 試 験 及 び 免 許 に 係 る 事 務 を 関 西 広 域 連 合 が 処 理 す る こ と と さ れ た こ と に 伴 い 、 製 菓 衛 生 師 免 許 等 に 係 る 手 数 料 を 廃 止 す る

必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 二 十 八 号
徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 二 十 八 号 徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ７５

平成25年2月議案



初校

�

平成25年2月議案



徳 島 県 ふ ぐ の 処 理 等 に 関 す る 条 例

目 次
第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ・ 第 二 条 ）

第 二 章 ふ ぐ の 販 売 等 （ 第 三 条 ・ 第 四 条 ）

第 三 章 ふ ぐ 処 理 師 （ 第 五 条 ― 第 十 五 条 ）

第 四 章 ふ ぐ 処 理 業 （ 第 十 六 条 ― 第 二 十 七 条 ）

第 五 章 ふ ぐ 卸 売 業 （ 第 二 十 八 条 ― 第 三 十 一 条 ）

第 六 章 雑 則 （ 第 三 十 二 条 ― 第 三 十 五 条 ）

第 七 章 罰 則 （ 第 三 十 六 条 ― 第 三 十 九 条 ）

附 則
第 一 章 総 則

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 ふ ぐ の 処 理 等 に つ い て 必 要 な 規 制 を 行 う こ と に よ り 、 ふ ぐ の 毒 に 起 因 す る 食 中 毒 の 発 生 を 防 止 し 、 も っ て 県 民 の 健 康 の 保 護 に 資 す る こ と

を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 二 十 九 号
徳 島 県 ふ ぐ の 処 理 等 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 ふ ぐ の 処 理 等 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 二 十 九 号 徳 島 県 ふ ぐ の 処 理 等 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て ７７
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一 食 用 の ふ ぐ 食 用 に 供 す る こ と が で き る ふ ぐ と し て 規 則 で 定 め る も の を い う 。

二 処 理 ふ ぐ の 肝 臓 、 卵 巣 そ の 他 の 人 の 健 康 を 損 な う お そ れ が あ る 部 位 と し て 規 則 で 定 め る も の （ 以 下 「 有 毒 部 位 」 と い う 。 ） を 除 去 す る こ と 又 は 有 毒 部

位 の 毒 性 を 人 の 健 康 を 損 な う こ と の な い よ う に 除 去 す る こ と （ 以 下 「 有 毒 部 位 の 毒 性 の 除 去 」 と い う 。 ） を い う 。

三 ふ ぐ 処 理 師 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 す る 者 と し て 第 五 条 第 一 項 の 免 許 を 受 け た 者 を い う 。

四 ふ ぐ 処 理 業 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 を 行 う こ と を い う 。

五 ふ ぐ 処 理 業 者 ふ ぐ 処 理 業 を 行 う 者 と し て 第 十 六 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た 者 を い う 。

六 ふ ぐ 処 理 施 設 ふ ぐ 処 理 業 者 が 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 を 行 う 施 設 を い う 。

七 ふ ぐ 卸 売 業 者 食 用 の ふ ぐ （ 処 理 を 行 っ た も の を 除 く 。 第 二 十 八 条 並 び に 附 則 第 十 項 及 び 第 十 一 項 に お い て 同 じ 。 ） の 卸 売 を 業 と し て 行 う 者 と し て 同 条

の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 者 を い う 。

第 二 章 ふ ぐ の 販 売 等

（ ふ ぐ の 販 売 等 の 規 制 ）

第 三 条 ふ ぐ は 、 処 理 を 行 っ た 食 用 の ふ ぐ で な け れ ば 、 食 用 と し て 販 売 （ 不 特 定 又 は 多 数 の 者 に 対 す る 販 売 以 外 の 授 与 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を し 、 又 は 販 売 の

用 に 供 す る 食 品 と し て 加 工 若 し く は 調 理 を し て は な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 ふ ぐ 処 理 業 者 に 食 用 と し て 販 売 を す る 場 合

二 ふ ぐ 卸 売 業 者 に 食 用 と し て 販 売 を す る 場 合

（ 食 用 の ふ ぐ の 処 理 の 従 事 制 限 ）

第 四 条 ふ ぐ 処 理 師 （ 第 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 免 許 の 効 力 を 停 止 さ れ 、 そ の 停 止 の 期 間 が 経 過 し な い 者 を 除 く 。 以 下 こ の 条 、 第 八 条 第 一 号 、 第 十 六 条 第 二

項 第 二 号 、 第 二 十 四 条 第 一 項 及 び 第 二 十 六 条 第 一 項 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） 以 外 の 者 は 、 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 し て は な ら な い 。 た だ し 、 ふ ぐ 処

理 施 設 に お い て 、 ふ ぐ 処 理 師 の 立 会 い の 下 に そ の 指 示 を 受 け て 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 を 行 う 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

第 三 章 ふ ぐ 処 理 師

（ ふ ぐ 処 理 師 免 許 ）

第 五 条 ふ ぐ 処 理 師 に な ろ う と す る 者 は 、 知 事 の 免 許 （ 第 十 五 条 第 一 項 第 二 号 を 除 き 、 以 下 「 免 許 」 と い う 。 ） を 受 け な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 第 九 条 の 規 定 に よ り 免 許 を 与 え な い 場 合 を 除 き 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 に 対 し 、 そ の 申 請 に 基 づ い て 免 許 を 与 え る 。

一 知 事 が 定 め る 講 習 を 受 け た 者

二 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者
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イ 第 七 条 に 規 定 す る ふ ぐ 処 理 師 試 験 に 合 格 し た 者

ロ イ に 掲 げ る 者 と 同 等 以 上 の 知 識 及 び 技 能 を 有 す る 者 と し て 規 則 で 定 め る 者

３ 免 許 の 有 効 期 間 は 、 五 年 と す る 。

（ 免 許 の 申 請 ）

第 六 条 免 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 規 則 で 定 め る 事 項

２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 規 則 で 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ ふ ぐ 処 理 師 試 験 ）

第 七 条 ふ ぐ 処 理 師 試 験 は 、 ふ ぐ の 毒 に 起 因 す る 食 中 毒 の 発 生 を 防 止 す る た め に ふ ぐ 処 理 師 と し て 必 要 な 知 識 及 び 技 能 に つ い て 、 知 事 が 毎 年 一 回 以 上 実 施 す る 。

（ 受 験 資 格 ）

第 八 条 ふ ぐ 処 理 師 試 験 は 、 調 理 師 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 調 理 師 で あ っ て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の で な け れ ば 受

け る こ と が で き な い 。

一 ふ ぐ 処 理 師 の 立 会 い の 下 に そ の 指 示 を 受 け て 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 二 年 以 上 従 事 し た 者

二 前 号 に 掲 げ る 者 と 同 等 以 上 の 経 験 を 有 す る 者 と し て 規 則 で 定 め る 者

（ 免 許 を 与 え な い 場 合 ）

第 九 条 知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に は 、 免 許 を 与 え な い 。

一 第 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 免 許 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 処 分 の あ っ た 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し な い 者

二 こ の 条 例 又 は こ の 条 例 に 基 づ く 処 分 に 違 反 し て 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な っ た 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し な い

者
三 成 年 被 後 見 人

四 麻 薬 、 あ へ ん 、 大 麻 又 は 覚 醒 剤 の 中 毒 者

五 視 力 が 不 十 分 で 眼 鏡 等 を 用 い て 補 正 し て も 食 用 の ふ ぐ の 処 理 が で き な い 者

（ 免 許 の 更 新 ）

第 十 条 第 五 条 第 三 項 の 免 許 の 有 効 期 間 の 満 了 後 引 き 続 き 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 し よ う と す る 者 は 、 免 許 の 更 新 を 受 け な け れ ば な ら な い 。
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２ 前 項 の 免 許 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 は 、 従 前 の 免 許 の 有 効 期 間 内 で あ っ て 当 該 免 許 の 更 新 の 申 請 を す る ま で の 間 に 知 事 が 定 め る 講 習 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。

３ 第 六 条 及 び 前 条 （ 第 一 号 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 第 一 項 の 免 許 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。

４ 第 一 項 の 免 許 の 更 新 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 同 項 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が な さ れ な い と き は 、 従 前 の 免 許 は 、 同 項 の 有

効 期 間 の 満 了 後 も そ の 処 分 が な さ れ る ま で の 間 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

５ 前 項 の 場 合 に お い て 、 免 許 の 更 新 が な さ れ た と き は 、 そ の 免 許 の 有 効 期 間 は 、 従 前 の 免 許 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る も の と す る 。

（ 免 許 証 の 交 付 ）

第 十 一 条 知 事 は 、 免 許 を 与 え た と き は 、 氏 名 等 を 記 載 し た ふ ぐ 処 理 師 免 許 証 （ 以 下 「 免 許 証 」 と い う 。 ） を 当 該 ふ ぐ 処 理 師 に 交 付 す る 。

（ 免 許 証 の 書 換 え 交 付 及 び 再 交 付 ）

第 十 二 条 ふ ぐ 処 理 師 は 、 免 許 証 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 そ の 免 許 証 を 添 え て 、 知 事 に そ の 書 換 え 交 付 を 申

請 し な け れ ば な ら な い 。

２ ふ ぐ 処 理 師 は 、 免 許 証 を 亡 失 し 、 又 は 毀 損 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 知 事 に 免 許 証 の 再 交 付 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

３ 免 許 証 を 毀 損 し た ふ ぐ 処 理 師 が 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を す る 場 合 に は 、 申 請 書 に そ の 免 許 証 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

４ ふ ぐ 処 理 師 は 、 免 許 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 、 亡 失 し た 免 許 証 を 発 見 し た と き は 、 速 や か に 、 こ れ を 知 事 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。

（ ふ ぐ 処 理 師 の 死 亡 等 に よ る 免 許 証 の 返 納 ）

第 十 三 条 ふ ぐ 処 理 師 が 死 亡 し 、 又 は 失 踪 の 宣 告 を 受 け た と き は 、 同 居 の 親 族 そ の 他 の 同 居 者 は 、 速 や か に 、 当 該 ふ ぐ 処 理 師 の 免 許 証 を 知 事 に 返 納 し な け れ ば

な ら な い 。

（ ふ ぐ 処 理 師 の 遵 守 事 項 ）

第 十 四 条 ふ ぐ 処 理 師 は 、 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。

一 ふ ぐ 処 理 施 設 以 外 の 場 所 で 、 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 し な い こ と 。

二 食 用 の ふ ぐ の 有 毒 部 位 の 除 去 、 保 管 及 び 廃 棄 を 行 う と き は 、 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 行 う こ と 。

三 食 用 の ふ ぐ の 有 毒 部 位 の 毒 性 の 除 去 を 行 う と き は 、 そ の 方 法 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 事 項 に つ い て 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 記 録 を 作 成 す る こ と 。

２ ふ ぐ 処 理 師 は 、 免 許 証 を 他 人 に 譲 渡 し 、 又 は 貸 与 し て は な ら な い 。

３ ふ ぐ 処 理 師 は 、 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 す る と き は 、 免 許 証 を 携 帯 し 、 関 係 者 か ら 請 求 が あ っ た と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。

（ 免 許 の 取 消 し 等 ）
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第 十 五 条 知 事 は 、 ふ ぐ 処 理 師 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 ふ ぐ 処 理 師 の 免 許 を 取 り 消 す も の と す る 。

一 詐 欺 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 免 許 を 受 け た 場 合

二 調 理 師 法 第 六 条 の 規 定 に よ り 調 理 師 の 免 許 を 取 り 消 さ れ た 場 合

三 第 五 条 第 二 項 第 二 号 ロ に 規 定 す る 者 に 該 当 し な く な っ た 場 合

四 第 九 条 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 規 定 す る 者 に 該 当 す る に 至 っ た 場 合

２ 知 事 は 、 ふ ぐ 処 理 師 が 前 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し た と き は 、 当 該 免 許 を 取 り 消 し 、 又 は 期 間 を 定 め て 当 該 免 許 の 効 力 を 停 止 す る こ と が で き る 。

３ ふ ぐ 処 理 師 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 免 許 を 取 り 消 さ れ た と き は 、 当 該 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら 起 算 し て 五 日 以 内 に 、 免 許 証 を 知 事 に 返 納 し な け れ

ば な ら な い 。

第 四 章 ふ ぐ 処 理 業

（ ふ ぐ 処 理 業 の 登 録 ）

第 十 六 条 ふ ぐ 処 理 業 を 行 お う と す る 者 は 、 ふ ぐ 処 理 施 設 ご と に 知 事 の 登 録 （ 以 下 「 登 録 」 と い う 。 ） を 受 け な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 登 録 を 拒 否 す る 場 合 を 除 き 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る 場 合 に 登 録 を 行 う 。

一 当 該 ふ ぐ 処 理 業 を 行 お う と す る 者 が 、 食 用 の ふ ぐ の 処 理 を 伴 う 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） 第 五 十 一 条 に 規 定 す る 営 業 に つ い て 同 法

第 五 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 営 業 の 許 可 を 受 け て い る こ と 。

二 当 該 申 請 に 係 る ふ ぐ 処 理 施 設 に 専 任 の ふ ぐ 処 理 師 が 置 か れ て い る こ と 。

三 当 該 申 請 に 係 る ふ ぐ 処 理 施 設 が 、 ふ ぐ の 毒 に 起 因 す る 食 中 毒 の 発 生 を 防 止 す る た め に 必 要 な 基 準 で あ っ て 、 規 則 で 定 め る も の に 適 合 し て い る こ と 。

３ 登 録 の 有 効 期 間 は 、 当 該 登 録 の 日 に お い て 現 に 受 け て い る 前 項 第 一 号 の 営 業 の 許 可 の 有 効 期 間 と 同 一 の 期 間 と す る 。

（ 登 録 の 申 請 ）

第 十 七 条 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 ふ ぐ 処 理 施 設 ご と に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名

二 ふ ぐ 処 理 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地

三 ふ ぐ 処 理 業 に 関 し 成 年 者 と 同 一 の 行 為 能 力 を 有 し な い 未 成 年 者 に あ っ て は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、

そ の 名 称 及 び 住 所 並 び に そ の 代 表 者 の 氏 名 ）

四 専 任 の ふ ぐ 処 理 師 の 氏 名

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 規 則 で 定 め る 事 項
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２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 規 則 で 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

３ 知 事 は 、 登 録 を 行 う と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を ふ ぐ 処 理 業 登 録 簿 に 登 録 し な け れ ば な ら な い 。

一 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項

二 登 録 の 年 月 日 、 番 号 及 び 有 効 期 間

（ 登 録 を 拒 否 で き る 場 合 ）

第 十 八 条 知 事 は 、 登 録 を 申 請 し た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き 、 又 は 前 条 第 一 項 の 申 請 書 若 し く は 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 添 付 書 類 の う ち に 重 要 な

事 項 に つ い て 虚 偽 の 記 載 が あ り 、 若 し く は 重 要 な 事 実 の 記 載 が 欠 け て い る と き は 、 そ の 登 録 を 拒 否 す る こ と が で き る 。

一 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 処 分 の あ っ た 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し な い 者

二 ふ ぐ 処 理 業 者 で 法 人 で あ る も の が 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に お い て 、 そ の 処 分 の あ っ た 日 前 三 十 日 以 内 に 当 該 ふ ぐ 処 理 業

者 の 役 員 で あ っ た 者 で 当 該 処 分 の あ っ た 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し な い も の

三 こ の 条 例 又 は こ の 条 例 に 基 づ く 処 分 に 違 反 し て 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と が な く な っ た 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し

な い 者

四 ふ ぐ 処 理 業 に 関 し 成 年 者 と 同 一 の 行 為 能 力 を 有 し な い 未 成 年 者 で 、 そ の 法 定 代 理 人 が 前 三 号 又 は 次 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の

五 法 人 で 、 そ の 役 員 の う ち に 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 が あ る も の

（ 登 録 の 更 新 ）

第 十 九 条 第 十 六 条 第 三 項 の 登 録 の 有 効 期 間 の 満 了 後 引 き 続 き ふ ぐ 処 理 業 を 行 お う と す る 者 は 、 登 録 の 更 新 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

２ 第 十 六 条 第 二 項 、 第 十 七 条 及 び 前 条 の 規 定 は 、 前 項 の 登 録 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。

３ 第 一 項 の 登 録 の 更 新 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 同 項 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が な さ れ な い と き は 、 従 前 の 登 録 は 、 同 項 の 有

効 期 間 の 満 了 後 も そ の 処 分 が な さ れ る ま で の 間 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

４ 第 一 項 の 登 録 の 更 新 を 受 け た 登 録 の 有 効 期 間 に つ い て の 第 十 六 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 当 該 登 録 の 日 」 と あ る の は 、 「 第 十 九 条 第 一 項

の 登 録 の 更 新 の 日 」 と す る 。

（ 登 録 証 の 交 付 及 び 掲 示 ）

第 二 十 条 知 事 は 、 登 録 を し た と き は 、 第 十 七 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 及 び 第 三 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た ふ ぐ 処 理 業 登 録 証 （ 以 下 「 登 録 証 」 と

い う 。 ） を 当 該 ふ ぐ 処 理 業 者 に 交 付 す る 。

２ ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 登 録 証 を ふ ぐ 処 理 施 設 の 見 や す い 場 所 に 掲 示 し な け れ ば な ら な い 。
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（ 登 録 証 の 書 換 え 交 付 及 び 再 交 付 ）

第 二 十 一 条 ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 登 録 証 の 記 載 事 項 （ ふ ぐ 処 理 施 設 の 所 在 地 を 除 く 。 ） に 変 更 を 生 じ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 そ の 登 録

証 を 添 え て 、 知 事 に そ の 書 換 え 交 付 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

２ ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 登 録 証 を 亡 失 し 、 又 は 毀 損 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 知 事 に 登 録 証 の 再 交 付 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

３ 登 録 証 を 毀 損 し た ふ ぐ 処 理 業 者 が 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を す る 場 合 に は 、 申 請 書 に そ の 登 録 証 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

４ ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 登 録 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 、 亡 失 し た 登 録 証 を 発 見 し た と き は 、 速 や か に 、 こ れ を 知 事 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。

（ 変 更 の 届 出 ）

第 二 十 二 条 ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 第 十 七 条 第 一 項 第 四 号 又 は 第 五 号 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 知 事 に

届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

（ 廃 業 等 の 届 出 ）

第 二 十 三 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 （ 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り ふ ぐ 処 理 業 者 の 地 位 を 承 継 す る 場 合 を 除 く 。 ） は 、 当 該 各 号 に

定 め る 者 は 、 当 該 該 当 す る こ と と な っ た 日 か ら 十 日 以 内 に 知 事 に そ の 旨 を 届 け 出 る と と も に 登 録 証 を 返 納 し な け れ ば な ら な い 。

一 ふ ぐ 処 理 業 者 が 死 亡 し 、 又 は 失 踪 の 宣 告 を 受 け た 場 合 同 居 の 親 族 そ の 他 の 同 居 者

二 ふ ぐ 処 理 業 者 が 法 人 で あ っ て 、 そ の 法 人 が 合 併 に よ り 消 滅 し た 場 合 そ の 法 人 を 代 表 す る 役 員 で あ っ た 者

三 ふ ぐ 処 理 業 者 に つ い て 破 産 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 そ の 破 産 管 財 人

四 ふ ぐ 処 理 業 者 が 法 人 で あ っ て 、 そ の 法 人 が 合 併 及 び 破 産 手 続 開 始 の 決 定 以 外 の 理 由 に よ り 解 散 し た 場 合 そ の 清 算 人

五 ふ ぐ 処 理 業 を 廃 止 し た 場 合 ふ ぐ 処 理 業 者 で あ っ た 個 人 又 は ふ ぐ 処 理 業 者 で あ っ た 法 人 を 代 表 す る 役 員

（ ふ ぐ 処 理 業 者 の 遵 守 事 項 ）

第 二 十 四 条 ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 ふ ぐ 処 理 施 設 に お い て 、 ふ ぐ 処 理 師 に 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 を 行 わ せ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 ふ ぐ 処 理 施 設 に お い

て 、 ふ ぐ 処 理 師 以 外 の 者 に ふ ぐ 処 理 師 の 立 会 い の 下 に そ の 指 示 を 受 け て 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 を 行 わ せ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２ ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 有 毒 部 位 の 毒 性 の 除 去 を 行 っ た 食 用 の ふ ぐ の 有 毒 部 位 に つ い て 食 用 と し て 販 売 を し 、 又 は 販 売 の 用 に 供 す る 食 品 と し て 加 工 若 し く は 調 理

を す る 前 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 有 毒 部 位 の 毒 性 に つ い て 検 査 を 行 い 、 当 該 有 毒 部 位 の 毒 性 が 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と を 確 認 し な

け れ ば な ら な い 。

３ ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 前 項 の 検 査 の 結 果 に つ い て 記 録 を 作 成 し 、 当 該 検 査 を 行 っ た 日 か ら 起 算 し て 二 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

４ ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 第 十 四 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 記 録 を 、 そ の 最 後 の 記 載 を し た 日 か ら 起 算 し て 二 年 間 保 存 し な け れ ば
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な ら な い 。

５ ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 登 録 証 を 他 人 に 譲 渡 し 、 又 は 貸 与 し て は な ら な い 。

（ 措 置 命 令 ）

第 二 十 五 条 知 事 は 、 ふ ぐ 処 理 業 者 の 登 録 に 係 る ふ ぐ 処 理 施 設 が 第 十 六 条 第 二 項 第 三 号 の 基 準 に 適 合 し な い と 認 め る と き は 、 当 該 ふ ぐ 処 理 業 者 に 対 し 、 期 限 を

定 め て 必 要 な 措 置 を 講 ず べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。

（ 登 録 の 取 消 し 等 ）

第 二 十 六 条 知 事 は 、 ふ ぐ 処 理 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 登 録 を 取 り 消 す も の と す る 。

一 詐 欺 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 登 録 を 受 け た 場 合

二 第 二 十 四 条 第 一 項 、 第 二 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に 違 反 し た 場 合

三 第 三 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る こ と に よ り 、 当 該 ふ ぐ 処 理 施 設 に お い て 業 務 を 禁 止 さ れ 、 又 は 業 務 の 停 止 を 命 ぜ ら れ た 日 か ら 起 算 し て 三 年 を 経 過 し

て も 専 任 の ふ ぐ 処 理 師 が 置 か れ な い 場 合

四 第 三 項 第 四 号 に 該 当 す る こ と に よ り 、 当 該 ふ ぐ 処 理 施 設 に お い て 業 務 を 禁 止 さ れ 、 又 は 業 務 の 停 止 を 命 ぜ ら れ た 日 か ら 起 算 し て 一 月 を 経 過 し て も 第 十 六

条 第 二 項 第 三 号 の 基 準 に 適 合 し な い 場 合

２ ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 取 り 消 さ れ た と き は 、 当 該 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら 起 算 し て 五 日 以 内 に 、 登 録 証 を 知 事 に 返 納 し な け れ

ば な ら な い 。

３ 知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 ふ ぐ 処 理 施 設 に お け る 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 係 る 業 務 を 禁 止 し 、 又 は 期 間 を 定 め て 当 該 業 務 の 停 止 を 命

ず る こ と が で き る 。

一 当 該 ふ ぐ 処 理 施 設 に 置 か れ た 全 て の 専 任 の ふ ぐ 処 理 師 に つ い て 第 十 三 条 の 規 定 に よ り 免 許 証 が 返 納 さ れ た 場 合

二 当 該 ふ ぐ 処 理 施 設 に 置 か れ た 全 て の 専 任 の ふ ぐ 処 理 師 に つ い て 第 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 免 許 が 取 り 消 さ れ た 場 合

三 当 該 ふ ぐ 処 理 施 設 に 置 か れ た 全 て の 専 任 の ふ ぐ 処 理 師 に つ い て 第 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 免 許 の 効 力 が 停 止 さ れ た 場 合

四 当 該 ふ ぐ 処 理 施 設 が 第 十 六 条 第 二 項 第 三 号 の 基 準 に 適 合 し な く な っ た 場 合

五 当 該 ふ ぐ 処 理 施 設 に お い て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 の 業 務 に 従 事 す る 者 が 第 三 条 又 は 第 三 十 二 条 の 規 定 に 違 反 し た 場 合

（ 地 位 の 承 継 ）

第 二 十 七 条 ふ ぐ 処 理 業 者 に つ い て 相 続 、 合 併 又 は 分 割 （ 当 該 ふ ぐ 処 理 業 を 承 継 さ せ る も の に 限 る 。 ） が あ っ た と き は 、 相 続 人 （ 相 続 人 が 二 人 以 上 あ る 場 合 に

お い て 、 そ の 全 員 の 同 意 に よ り 当 該 ふ ぐ 処 理 業 を 承 継 す べ き 相 続 人 を 選 定 し た と き は 、 そ の 者 ） 、 合 併 後 存 続 す る 法 人 若 し く は 合 併 に よ り 設 立 さ れ た 法 人 又
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は 分 割 に よ り 当 該 ふ ぐ 処 理 業 を 承 継 し た 法 人 は 、 ふ ぐ 処 理 業 者 の 地 位 を 承 継 す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り ふ ぐ 処 理 業 者 の 地 位 を 承 継 し た 者 は 、 速 や か に 、 そ の 事 実 を 証 す る 書 面 及 び 従 前 の 登 録 証 を 添 え て 、 登 録 証 の 交 付 を 知 事 に 申 請 し な け れ

ば な ら な い 。

３ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 登 録 証 を 交 付 す る も の と す る 。

第 五 章 ふ ぐ 卸 売 業

（ ふ ぐ 卸 売 業 の 届 出 ）

第 二 十 八 条 食 品 衛 生 法 第 五 十 二 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 魚 介 類 販 売 業 又 は 魚 介 類 せ り 売 営 業 を 営 む 者 の う ち 、 食 用 の ふ ぐ の 卸 売 を 業 と し て 行 お う と す る 者

は 、 そ の 卸 売 の 用 に 供 す る 施 設 （ 以 下 「 ふ ぐ 卸 売 施 設 」 と い う 。 ） ご と に 、 規 則 で 定 め る 事 項 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

（ 届 出 済 証 ）

第 二 十 九 条 知 事 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 氏 名 又 は 名 称 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た ふ ぐ 卸 売 業 届 出 済 証 （ 以 下 「 届 出 済 証 」 と い

う 。 ） を 当 該 ふ ぐ 卸 売 業 者 に 交 付 す る 。

２ ふ ぐ 卸 売 業 者 は 、 届 出 済 証 を ふ ぐ 卸 売 施 設 の 見 や す い 場 所 に 掲 示 し な け れ ば な ら な い 。

（ 変 更 の 届 出 等 ）

第 三 十 条 ふ ぐ 卸 売 業 者 は 、 届 出 済 証 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 そ の 届 出 済 証 を 添 え て 、 知 事 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。

２ ふ ぐ 卸 売 業 者 は 、 届 出 済 証 を 亡 失 し 、 又 は 毀 損 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 知 事 に そ の 旨 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

３ 届 出 済 証 を 毀 損 し た ふ ぐ 卸 売 業 者 が 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 を す る 場 合 に は 、 届 出 書 に そ の 届 出 済 証 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

４ 前 条 第 一 項 の 規 定 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に 準 用 す る 。

５ ふ ぐ 卸 売 業 者 は 、 前 項 に お い て 準 用 す る 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 届 出 済 証 の 交 付 を 受 け た 後 、 亡 失 し た 届 出 済 証 を 発 見 し た と き は 、 速 や か に 、 こ れ を 知 事

に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。

（ 廃 業 等 の 届 出 ）

第 三 十 一 条 第 二 十 三 条 の 規 定 は 、 ふ ぐ 卸 売 業 者 に つ い て 準 用 す る 。

第 六 章 雑 則

（ 加 工 製 品 の 表 示 ）

第 三 十 二 条 加 工 製 品 （ 処 理 を 終 え た 食 用 の ふ ぐ で あ っ て 、 容 器 包 装 に 入 れ ら れ た も の を い う 。 ） を 販 売 し よ う と す る 者 は 、 食 用 の ふ ぐ の 種 類 そ の 他 の 規 則 で
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定 め る 事 項 を 容 器 包 装 （ 容 器 包 装 が 小 売 の た め に 包 装 さ れ て い る 場 合 は 、 当 該 包 装 ） を 開 か な い で も 容 易 に 見 る こ と が で き る よ う に 当 該 容 器 包 装 又 は 当 該 包

装 の 見 や す い 箇 所 に 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

（ 立 入 検 査 等 ）

第 三 十 三 条 知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 ふ ぐ 処 理 師 、 ふ ぐ 処 理 業 者 、 ふ ぐ 卸 売 業 者 そ の 他 の 関 係 者 に 対 し 、 そ の 業 務 に 関 し 報 告 を さ せ 、

又 は 食 品 衛 生 監 視 員 （ 食 品 衛 生 法 第 三 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 食 品 衛 生 監 視 員 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 、 当 該 業 務 に 関 す る 施 設 に 立 ち 入 り 、 当 該 業 務

の 状 況 若 し く は 施 設 、 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、 若 し く は 関 係 者 に 質 問 さ せ る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 又 は 質 問 を す る 食 品 衛 生 監 視 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 者 か ら 請 求 が あ っ た と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な

ら な い 。

３ 第 一 項 の 規 定 に よ る 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 釈 し て は な ら な い 。

（ 手 数 料 ）

第 三 十 四 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 の 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

一 免 許 を 受 け よ う と す る 者 一 件 に つ き 三 千 円

二 第 五 条 第 二 項 第 一 号 の 講 習 を 受 け よ う と す る 者 一 件 に つ き 三 千 円

三 第 七 条 の ふ ぐ 処 理 師 試 験 を 受 け よ う と す る 者 一 件 に つ き 一 万 五 千 円

四 第 十 条 第 一 項 の 免 許 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 一 件 に つ き 三 千 円

五 第 十 条 第 二 項 の 講 習 を 受 け よ う と す る 者 一 件 に つ き 三 千 円

六 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 書 換 え 交 付 を 受 け よ う と す る 者 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 一 件 に つ き 三 千

円
七 登 録 を 受 け よ う と す る 者 一 件 に つ き 六 千 円

八 第 十 九 条 第 一 項 の 登 録 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 一 件 に つ き 五 千 四 百 円

九 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 証 の 書 換 え 交 付 を 受 け よ う と す る 者 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 登 録 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 一 件 に つ き 三

千 円

（ 委 任 ）

第 三 十 五 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

第 七 章 罰 則
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第 三 十 六 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 一 年 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一 第 四 条 の 規 定 に 違 反 し た 者

二 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 免 許 又 は 第 十 条 第 一 項 の 免 許 の 更 新 を 受 け た 者

三 登 録 を 受 け な い で ふ ぐ 処 理 業 を 行 っ た 者

四 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 登 録 又 は 第 十 九 条 第 一 項 の 登 録 の 更 新 を 受 け た 者

五 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し た 者

六 第 二 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者

第 三 十 七 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 六 月 以 下 の 懲 役 又 は 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一 第 三 条 の 規 定 に 違 反 し た 者

二 第 十 四 条 第 一 項 （ 第 三 号 を 除 く 。 ） 又 は 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し た 者

三 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し た 者

四 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者

第 三 十 八 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し た 者

二 第 二 十 四 条 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に 違 反 し た 者

三 第 二 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し た 者

四 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る 表 示 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 表 示 を し た 者

五 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 報 告 を し 、 又 は 同 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し 、 若 し く は 同 項 の

規 定 に よ る 質 問 に 対 し て 答 弁 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 答 弁 を し た 者

第 三 十 九 条 法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し 、 前 三 条 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を

罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て 各 本 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ ふ ぐ 処 理 師 に 関 す る 経 過 措 置 ）
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２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 し て い る 者 で あ っ て 当 該 処 理 に 関 し 必 要 な 知 識 及 び 技 能 を 有 す る 者 と し て 知 事 が 認 め る も の （ 以

下 「 ふ ぐ 処 理 者 」 と い う 。 ） は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る 日 （ そ の 日 前 に 第 九 条 の 規 定 に よ り 免 許 を 与 え

な い こ と と さ れ た と き は 、 当 該 処 分 の あ っ た 日 。 附 則 第 四 項 に お い て 「 期 限 日 」 と い う 。 ） ま で の 間 は 、 第 四 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 免 許 を 受 け な く て も 、

引 き 続 き 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 す る こ と が で き る 。 当 該 ふ ぐ 処 理 者 が 施 行 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

免 許 の 申 請 を し た 場 合 に お い て 、 同 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が な さ れ な い と き は 、 そ の 処 分 が な さ れ る ま で の 間 も 、 同 様 と す る 。

３ 前 項 の 規 定 に よ り ふ ぐ 処 理 者 が 引 き 続 き 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 ふ ぐ 処 理 者 を ふ ぐ 処 理 師 と み な し て 、 第 四 条 、 第 十 四

条 第 一 項 、 第 十 五 条 第 一 項 （ 第 一 号 を 除 く 。 ） 及 び 第 二 項 、 第 十 六 条 第 二 項 第 二 号 （ 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 十 七 条 第 一 項 第 四 号 、

第 二 十 四 条 第 一 項 、 第 二 十 六 条 第 一 項 第 三 号 及 び 第 三 項 第 二 号 並 び に 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 （ こ れ ら の 規 定 に 係 る 罰 則 の 規 定 を 含 む 。 ） を 適 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 第 四 条 中 「 第 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 免 許 の 効 力 を 停 止 さ れ 、 そ の 停 止 」 と あ る の は 「 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 第 十

五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 す る こ と を 禁 止 さ れ 、 そ の 禁 止 」 と 、 「 以 下 こ の 条 、 第 八 条 第 一 号 」 と あ る の は 「 以 下

こ の 条 」 と 、 第 十 五 条 第 一 項 中 「 当 該 ふ ぐ 処 理 師 の 免 許 を 取 り 消 す 」 と あ り 、 及 び 同 条 第 二 項 中 「 当 該 免 許 を 取 り 消 し 、 又 は 期 間 を 定 め て 当 該 免 許 の 効 力 を

停 止 す る 」 と あ る の は 「 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 す る こ と を 禁 止 す る 」 と 、 同 項 中 「 前 条 第 一 項 又 は 第 二 項 」 と あ る の は 「 前 条 第 一 項 」 と 、 第 二 十

六 条 第 三 項 第 二 号 中 「 第 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 免 許 が 取 り 消 さ れ た 」 と あ る の は 「 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 第 十 五 条 第

一 項 （ 第 一 号 を 除 く 。 ） 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 す る こ と を 禁 止 さ れ た 」 と す る 。

４ 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 引 き 続 き 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 し て い る ふ ぐ 処 理 者 が 知 事 が 定 め る 講 習 を 受 け た と き は 、 期 限 日 ま で の 間 に 限 り 、 当 該

ふ ぐ 処 理 者 を 、 第 五 条 第 二 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と み な す 。

５ 第 八 条 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 施 行 日 前 に ふ ぐ 処 理 者 以 外 の 者 が ふ ぐ 処 理 者 の 立 会 い の 下 に そ の 指 示 を 受 け て 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 し

た 期 間 は 、 施 行 日 以 後 に ふ ぐ 処 理 師 の 立 会 い の 下 に そ の 指 示 を 受 け て 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 し た 期 間 と み な す 。

６ 第 九 条 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 第 十 五 条 第 一 項 （ 第 一 号 を 除 く 。 ） 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 禁 止 の

処 分 は 、 第 九 条 第 一 号 に 規 定 す る 免 許 の 取 消 し の 処 分 と み な す 。

（ ふ ぐ 処 理 業 に 関 す る 経 過 措 置 ）

７ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 を 行 う 施 設 で あ っ て 第 十 六 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 号 の 基 準 に 適 合 す る も の に お い て 同 項 第 一 号 に 規 定

す る 営 業 の 許 可 を 受 け て ふ ぐ 処 理 業 を 行 っ て い る 者 （ 以 下 「 ふ ぐ 営 業 者 」 と い う 。 ） は 、 施 行 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る 日 （ そ の 日 前 に 第 十 八 条 の 規 定

に よ り 登 録 を 拒 否 さ れ た と き は 、 当 該 処 分 の あ っ た 日 ） ま で の 間 は 、 第 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 登 録 を 受 け な く て も 、 引 き 続 き ふ ぐ 処 理 業 を 行 う

こ と が で き る 。 当 該 ふ ぐ 営 業 者 が 施 行 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 申 請 を し た 場 合 に お い て 、 同 日 ま で に
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そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が な さ れ な い と き は 、 そ の 処 分 が な さ れ る ま で の 間 も 、 同 様 と す る 。

８ 前 項 の 規 定 に よ り ふ ぐ 営 業 者 が 引 き 続 き ふ ぐ 処 理 業 を 行 う 場 合 に お い て は 、 当 該 ふ ぐ 営 業 者 を ふ ぐ 処 理 業 者 と み な し て 、 第 三 条 、 第 二 十 四 条 第 一 項 か ら 第

四 項 ま で 、 第 二 十 五 条 、 第 二 十 六 条 第 一 項 （ 第 一 号 を 除 く 。 ） 及 び 第 三 項 並 び に 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 （ こ れ ら の 規 定 に 係 る 罰 則 の 規 定 を 含 む 。 ） を 適 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十 五 条 中 「 ふ ぐ 処 理 業 者 の 登 録 に 係 る 」 と あ る の は 「 ふ ぐ 処 理 業 者 の 」 と 、 第 二 十 六 条 第 一 項 中 「 登 録 を 取 り 消 す 」 と あ る の は

「 ふ ぐ 処 理 業 を 行 う こ と を 禁 止 す る 」 と す る 。

９ 第 十 八 条 第 一 号 及 び 第 二 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 禁 止 の 処 分 は 、 第 十 八 条 第 一

号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 登 録 の 取 消 し の 処 分 と み な す 。

（ ふ ぐ 卸 売 業 に 関 す る 経 過 措 置 ）

１０ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 食 用 の ふ ぐ の 卸 売 を 業 と し て 行 っ て い る 者 は 、 施 行 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 は 、 第 二 十 八 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

同 条 の 規 定 に よ る 届 出 を し な く て も 、 引 き 続 き 食 用 の ふ ぐ の 卸 売 を 業 と し て 行 う こ と が で き る 。

１１ 前 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 者 が 引 き 続 き 食 用 の ふ ぐ の 卸 売 を 業 と し て 行 う 場 合 に お い て は 、 当 該 者 を ふ ぐ 卸 売 業 者 と み な し て 、 第 三 条 及 び 第 三 十 三

条 第 一 項 の 規 定 （ こ れ ら の 規 定 に 係 る 罰 則 の 規 定 を 含 む 。 ） を 適 用 す る 。

提 案 理 由

ふ ぐ の 処 理 等 に つ い て 必 要 な 規 制 を 行 う こ と に よ り 、 ふ ぐ の 毒 に 起 因 す る 食 中 毒 の 発 生 を 防 止 し 、 も っ て 県 民 の 健 康 の 保 護 に 資 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

消 費 生 活 相 談 の 窓 口 の 機 能 の 強 化 を 図 る 事 業 そ の 他 の 消 費 者 行 政 の 活 性 化 を 図 る た め に 実 施 す る 事 業 を 引 き 続 き 計 画 的 に 推 進 す る た め 、 徳 島 県 消 費 者 行 政 活

性 化 基 金 の 設 置 の 期 間 を 延 長 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 号

徳 島 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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徳 島 県 情 報 公 開 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 病 院 事 業 管 理 者 」 の 下 に 「 並 び に 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定

す る 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 、 「 徳 島 県 土 地 開 発 公 社 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 公 社 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 徳 島 県 住 宅 供 給 公 社 及 び 徳

島 県 土 地 開 発 公 社 （ 以 下 「 公 社 」 と い う 。 ） に あ っ て は 」 を 「 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 及 び 公 社 に あ っ て は 、 」 に 改 め る 。

第 八 条 第 一 号 ハ 中 「 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 六

号 中 「 機 関 」 の 下 に 「 並 び に 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 」 を 加 え る 。

第 十 六 条 第 四 項 中 「 県 の 機 関 」 の 下 に 「 並 び に 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 」 を 加 え る 。

第 二 十 条 の 二 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 公 社 」 を 「 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 又 は 公 社 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 が 設 立 さ れ る こ と に 鑑 み 、 本 県 の 情 報 公 開 制 度 の 更 な る 充 実 を 図 り 、 も っ て 県 民 参 加 に よ る 公 正 で 開 か れ た 県 政 の 推 進 に 資

す る た め 、 実 施 機 関 に 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 を 追 加 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 一 号
徳 島 県 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 情 報 公 開 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 三 十 一 号 徳 島 県 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ９３
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初校

�
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徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 四 十 二 条 ・ 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 ― 」 に 改 め る 。

第 一 条 中 「 機 関 」 の 下 に 「 及 び 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政 法

人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 二 条 第 一 号 中 「 病 院 事 業 管 理 者 」 の 下 に 「 並 び に 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 」 を 加 え 、 同 条 第 三 号 中 「 が 職 務 上 」 を 「 （ 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法

人 に あ っ て は 、 役 員 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 職 務 上 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方

独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

第 五 条 第 四 項 第 一 号 中 「 県 」 の 下 に 「 又 は 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 」 を 加 え る 。

第 七 条 第 六 号 中 「 又 は 」 の 下 に 「 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 以 外 の 」 を 加 え る 。

第 二 章 第 三 節 中 第 四 十 二 条 の 前 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 に 対 す る 異 議 申 立 て ）

第 四 十 一 条 の 二 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 が 行 っ た 開 示 決 定 等 、 訂 正 決 定 等 若 し く は 利 用 停 止 決 定 等 又 は 開 示 請 求 、 訂 正 請 求 若 し く は 利 用 停 止 請 求 に 係

る 不 作 為 に つ い て 不 服 が あ る 者 は 、 当 該 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 に 対 し 、 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六 十 号 ） に 基 づ く 異 議 申 立 て を す る

こ と が で き る 。

第 四 十 二 条 中 「 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六 十 号 ） 」 を 削 る 。

第 三 十 二 号
徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 三 十 二 号 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ９５
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附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 ） の 規 定 に よ り 社 団 法 人 全 国 社 会 保 険 協 会

連 合 会 に 対 し て な さ れ た 請 求 そ の 他 の 行 為 で 施 行 日 以 後 に お い て は 地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 が 処 理 す る こ と と な る 事 務 に 係 る も の は 、 改 正 後 の 徳 島

県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 相 当 規 定 に よ り 同 法 人 に 対 し て な さ れ た 請 求 そ の 他 の 行 為 と み な す 。

提 案 理 由

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 が 設 立 さ れ る こ と に 鑑 み 、 本 県 の 個 人 情 報 保 護 制 度 の 更 な る 充 実 を 図 り 、 も っ て 個 人 の 権 利 利 益 の 保 護 に 資 す る た め 、 実 施

機 関 に 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 を 追 加 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
９６
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徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 六 号 ８ 中 「 条 例 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 条 例 第 七 条 第 二 項 」 を 「 同 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 中 第 七 号 を 削 り 、 第 八 号 を 第 七 号 と し 、 同 項

第 九 号 中 「 掲 げ る も の 」 の 下 に 「 （ 市 町 村 以 外 の 者 に 係 る も の に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 １ か ら ５ ま で の 規 定 中 「 （ 市 町 村 以 外 の 者 が 行 う も の に 限 る 。 ） 」 を 削 り 、

同 号 を 同 項 第 八 号 と し 、 同 項 中 第 十 号 を 第 九 号 と し 、 第 十 一 号 を 第 十 号 と し 、 同 項 第 十 二 号 中 「 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 同 条 例 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 十 一 号 と

し 、 同 項 第 十 三 号 中 「 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 同 法 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 十 二 号 と し 、 同 項 第 十 四 号 を 削 り 、 同 項 第 十 五 号 中 「 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 同 法 」 を

削 り 、 同 号 を 同 項 第 十 三 号 と し 、 同 項 中 第 十 六 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 十 七 号 を 第 十 五 号 と し 、 同 条 第 二 項 の 表 七 十 の 項 中 「 三 好 市 」 を 「 美 馬 市 三 好 市 」 に 改

め 、 同 項 を 同 表 八 十 の 項 と し 、 同 表 中 六 十 九 の 項 を 七 十 九 の 項 と し 、 六 十 八 の 項 を 七 十 八 の 項 と し 、 同 表 六 十 七 の 項 ８ 中 「 条 例 第 四 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用

す る 条 例 第 七 条 第 二 項 」 を 「 同 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 七 十 七 の 項 と し 、 同 表 六 十 六 の 項 中 「 六 十 八 の 項 」 を 「 七 十 八 の 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 七 十 六

の 項 と し 、 同 表 中 六 十 五 の 項 を 七 十 五 の 項 と し 、 六 十 四 の 項 を 七 十 四 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

七 十 二 密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 九 年 法 律 第 四 十 九 号 。 以 下 こ の 項 に お

い て 「 法 」 と い う 。 ） に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 百 九 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 （ 同 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 土 地 の 立 入

り の 許 可

２ 法 第 百 九 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 試 掘 等 の 許 可 及 び 所 有 者 等 に 対 す る 意 見 を 述 べ る 機 会 の 付 与

３ 法 第 百 九 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 防 災 街 区 整 備 事 業 の 施 行 地 区 内 に お け る 建 築 行 為 等 の 許 可 、 同 条 第

藍 住 町

第 三 十 三 号
徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 三 十 三 号 徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ９７
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二 項 の 規 定 に よ る 施 行 者 の 意 見 の 聴 取 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 違

反 者 等 に 対 す る 原 状 回 復 等 の 命 令 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 原 状 回 復 等 の 代 執 行 及 び 原 状 回 復 等 を す べ き

旨 等 の 公 告 、 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 形 質 の 変 更 等 の 承 認 並 び に 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 施 行 者 の

意 見 の 聴 取

４ 法 第 二 百 八 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 防 災 都 市 計 画 施 設 の 区 域 内 に お け る 建 築 の 許 可 並 び に 同 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 都 市 計 画 法 第 五 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 国 の 機 関 と の 協 議 、 同 法 第 七 十 九 条 の 規

定 に よ る 条 件 の 付 加 、 同 法 第 八 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 監 督 処 分 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 代 執

行 及 び 措 置 を 行 う べ き 旨 等 の 公 告 並 び に 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 公 示 並 び に 同 法 第 八 十 二 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 立 入 検 査

七 十 三 マ ン シ ョ ン の 建 替 え の 円 滑 化 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 七 十 八 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」

と い う 。 ） に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 九 条 第 一 項 、 第 三 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可

２ 法 第 十 一 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 事 業 計 画 の 縦 覧

の 指 示 （ 法 第 十 一 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 含 む 。 ） 、 同 条 第 二 項 （ 法 第 三 十 四 条 第 二 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 意 見 書 の 受 理 （ 法 第 十 一 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 含

む 。 ） 並 び に 同 条 第 三 項 （ 法 第 三 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 事 業 計 画 の 修

正 の 命 令 及 び 意 見 書 を 提 出 し た 者 へ の 通 知 （ 法 第 十 一 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 含 む 。 ）

３ 法 第 十 四 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認

可 の 公 告 及 び 施 行 マ ン シ ョ ン の 名 称 等 を 表 示 す る 図 書 の 送 付

４ 法 第 二 十 四 条 第 三 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 報 告 の 受 理

５ 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 理 事 長 の 氏 名 等 の 届 出 の 受 理 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 理 事 長 の 氏

名 等 の 公 告

６ 法 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 款 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可

７ 法 第 三 十 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 解 散 の 認 可 及 び 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可 の 取

消 し 又 は 組 合 の 解 散 の 認 可 の 公 告

８ 法 第 四 十 一 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 裁 判 所 に 対 す る 意 見 の 陳 述 又 は 調 査 の 受 託 及 び 同 条 第 四 項 の 規 定

藍 住 町
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に よ る 裁 判 所 に 対 す る 意 見 の 陳 述

９ 法 第 四 十 二 条 の 規 定 に よ る 決 算 報 告 書 の 承 認

１０ 法 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 個 人 が 施 行 す る マ ン シ ョ ン 建 替 事 業 の 施 行 の 認 可

１１ 法 第 四 十 九 条 第 一 項 （ 法 第 五 十 条 第 二 項 及 び 第 五 十 四 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

に よ る マ ン シ ョ ン 建 替 事 業 の 施 行 の 認 可 の 公 告 及 び 施 行 マ ン シ ョ ン の 名 称 等 を 表 示 す る 図 書 の 送 付

１２ 法 第 五 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 規 準 若 し く は 規 約 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可

１３ 法 第 五 十 一 条 第 三 項 後 段 の 規 定 に よ る 施 行 者 の 変 動 に よ る 規 約 の 認 可 、 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 施 行 者

の 変 動 の 届 出 の 受 理 及 び 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 施 行 者 の 変 動 に よ る 規 約 の 認 可 又 は 施 行 者 の 変 動 の 届 出

に 係 る 公 告

１４ 法 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 審 査 委 員 の 選 任 の 承 認

１５ 法 第 五 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る マ ン シ ョ ン 建 替 事 業 の 廃 止 又 は 終 了 の 認 可

１６ 法 第 五 十 七 条 第 一 項 後 段 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 権 利 変 換 計 画 の

認 可

１７ 法 第 九 十 四 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 管 理 規 約 の 認 可

１８ 法 第 九 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 命 令

１９ 法 第 九 十 八 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 事 業 等 の 状 況 の 検 査 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 組 合

の し た 処 分 の 取 消 し 等 の 命 令 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可 の 取 消 し 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に

よ る 総 会 等 の 招 集 、 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 理 事 等 の 解 任 の 投 票 の 実 施 及 び 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 議 決

等 の 取 消 し

２０ 法 第 九 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 個 人 施 行 者 の 事 業 等 の 状 況 の 検 査 及 び 個 人 施 行 者 の し た 処 分 の 取 消 し

等 の 命 令 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る マ ン シ ョ ン 建 替 事 業 の 施 行 の 認 可 の 取 消 し 並 び に 同 条 第 三 項 の 規 定 に

よ る マ ン シ ョ ン 建 替 事 業 の 施 行 の 認 可 の 取 消 し の 公 告

第 二 条 第 二 項 の 表 六 十 三 の 項 を 削 り 、 同 表 六 十 二 の 項 中 「 と い う 。 ） 」 の 下 に 「 及 び 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 建 設 省 令

第 十 六 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

７ 省 令 第 一 条 第 三 号 の 規 定 に よ る 入 居 者 等 の 所 得 金 額 の 認 定 （ 地 方 公 共 団 体 が 建 設 す る 賃 貸 住 宅 に 係 る も の を 除 く 。 ）
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８ 省 令 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 賃 貸 住 宅 の 戸 数 の 特 例 の 認 定

９ 省 令 第 七 条 第 三 号 の 規 定 に よ る 賃 貸 住 宅 に 入 居 さ せ る こ と が 適 当 で あ る 者 の 認 定 及 び 同 条 第 四 号 の 規 定 に よ る 賃 貸 住 宅 に 入 居 さ せ る こ と が 適 当 で あ る

者 の 基 準 の 設 定

１０ 省 令 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 入 居 者 の 募 集 方 法 の 決 定

１１ 省 令 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 入 居 者 の 選 定 の 特 例 の 基 準 及 び 戸 数 の 設 定

１２ 省 令 第 十 五 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 賃 貸 住 宅 の 管 理 者 の 基 準 の 設 定

１３ 省 令 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 賃 貸 住 宅 の 管 理 期 間 の 特 例 の 設 定

第 二 条 第 二 項 の 表 中 六 十 二 の 項 を 七 十 一 の 項 と し 、 六 十 一 の 項 を 七 十 の 項 と し 、 六 十 の 項 を 六 十 九 の 項 と し 、 五 十 九 の 項 を 六 十 八 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の

よ う に 加 え る 。

六 十 六 都 市 緑 地 法 （ 昭 和 四 十 八 年 法 律 第 七 十 二 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） に 基 づ く 事 務 の う

ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 緑 地 保 全 地 域 に お け る 行 為 の 届 出 の 受 理 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 緑 地 保

全 地 域 に お け る 行 為 の 禁 止 若 し く は 制 限 又 は 措 置 命 令 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 及 び 届 出 者 へ

の 通 知 、 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 短 縮 、 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 受 理 並 び に 同 条 第 八 項 の 規

定 に よ る 措 置 に つ い て の 協 議

２ 法 第 九 条 第 一 項 （ 法 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 原 状 回 復 等 の 命 令 並 び に 法

第 九 条 第 二 項 （ 法 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 原 状 回 復 等 の 代 執 行 及 び 原 状 回

復 等 を 行 う べ き 旨 等 の 公 告

３ 法 第 十 条 第 一 項 （ 法 第 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 損 失 の 補 償 並 び に 法 第 十 条

第 二 項 （ 法 第 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 法 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 損 失

を 受 け た 者 と の 協 議 及 び 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 裁 決 の 申 請

４ 法 第 十 一 条 第 一 項 （ 法 第 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 法 第 十 一

条 第 二 項 （ 法 第 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 立 入 検 査 等

５ 法 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 別 緑 地 保 全 地 区 に お け る 行 為 の 許 可 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 条 件 の

付 加 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 受 理 、 同 条 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 、 同 条 第 七 項
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の 規 定 に よ る 助 言 又 は 勧 告 並 び に 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 と の 協 議

６ 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 別 緑 地 保 全 地 区 内 の 土 地 の 買 入 れ 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 土 地 の

買 入 れ の 相 手 方 の 決 定

六 十 七 地 方 拠 点 都 市 地 域 の 整 備 及 び 産 業 業 務 施 設 の 再 配 置 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 四 年 法 律 第 七 十 六 号 。

以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 拠 点 整 備 促 進 区 域 内 に お け る 建 築 行 為 等 の 許 可 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に

よ る 条 件 の 付 加 、 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 原 状 回 復 等 の 命 令 並 び に 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 原 状 回 復 等 の

代 執 行 及 び 原 状 回 復 等 を す べ き 旨 等 の 公 告

２ 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 買 取 り の 相 手 方 と し て 定 め る べ き こ と の 申 出 の 受 理 、 同 条 第 二

項 の 規 定 に よ る 土 地 の 買 取 り の 相 手 方 を 定 め る 旨 の 公 告 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 拠 点 整 備 促 進 区 域 内 の

土 地 の 買 取 り 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 土 地 を 買 い 取 る 旨 又 は 買 い 取 ら な い 旨 の 通 知 及 び 同 条 第 五 項 の 規

定 に よ る 通 知 の 受 理

藍 住 町

第 二 条 第 二 項 の 表 五 十 八 の 項 を 削 り 、 同 表 五 十 七 の 項 中 「 及 び 次 項 」 を 削 り 、 「 と い う 。 ） 」 の 下 に 「 、 都 市 再 開 発 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 四 年 政 令 第 二 百 三 十 二

号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」 と い う 。 ） 及 び 都 市 再 開 発 法 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 四 年 建 設 省 令 第 五 十 四 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 」 を 、 「 も の 」

の 下 に 「 （ ２３ 、 ３５ 、 ４４ 及 び ４５ に 掲 げ る 事 務 に あ っ て は 、 個 人 施 行 者 、 組 合 、 再 開 発 会 社 又 は 地 方 住 宅 供 給 公 社 が 施 行 す る 市 街 地 再 開 発 事 業 に 係 る も の に 限 る 。 ） 」

を 加 え 、 同 項 １ 中 「 よ る 」 の 下 に 「 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 」 を 、 「 認 可 」 の 下 に 「 及 び 同 条 第 三 項 （ 法 第 七 条 の 十 六 第 二 項 、 第 十 一 条 第 四 項 、 第 三 十 八 条

第 二 項 、 第 五 十 条 の 二 第 二 項 、 第 五 十 条 の 九 第 二 項 及 び 第 五 十 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 市 町 村 長 の 意 見 の 聴 取 」 を 加 え 、

同 項 ２ 中 「 （ 法 」 の 下 に 「 第 七 条 の 十 六 第 二 項 及 び 」 を 、 「 よ る 」 の 下 に 「 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 」 を 加 え 、 同 項 ５ 中 「 に 係 る 」 を 「 の 」 に 改 め 、 同 項 ７ を

次 の よ う に 改 め る 。

７ 法 第 十 一 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 事 業 計 画 の 認 可

第 二 条 第 二 項 の 表 五 十 七 の 項 １３ 中 「 個 人 施 行 者 等 に 係 る 」 を 削 り 、 同 １３ を 同 項 ３６ と し 、 同 ３６ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

３３ 法 第 百 二 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 事 業 等 の 状 況 の 検 査 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 組 合 の し た 処 分 の 取 消 し 等 の 命 令 、 同 条 第 四 項 の

規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可 の 取 消 し 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 総 会 等 の 招 集 、 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 理 事 等 の 解 任 の 投 票 の 実 施 及 び 同 条 第 七 項 の 規

定 に よ る 議 決 等 の 取 消 し

３４ 法 第 百 二 十 五 条 の 二 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 再 開 発 会 社 の 事 業 等 の 状 況 の 検 査 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 再 開 発 会 社 の し た 処 分 の 取 消 し 等 の 命
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令 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 の 認 可 の 取 消 し 及 び 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 の 認 可 の 取 消 し の 公 告

３５ 法 第 百 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決

第 二 条 第 二 項 の 表 五 十 七 の 項 １２ を 削 り 、 同 項 １１ 中 「 事 業 等 」 を 「 個 人 施 行 者 の 事 業 等 」 に 、 「 公 告 」 を 「 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 の 認 可 の 取 消 し の 公

告 」 に 改 め 、 同 １１ を 同 項 ３２ と し 、 同 ３２ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

２４ 法 第 九 十 九 条 の 三 第 三 項 （ 法 第 九 十 九 条 の 八 第 五 項 （ 法 第 百 十 八 条 の 二 十 八 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 同 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に よ る 特 定 建 築 者 の 決 定 等 の 承 認

２５ 法 第 百 十 二 条 の 規 定 に よ る 事 業 代 行 の 開 始 の 決 定

２６ 法 第 百 十 三 条 （ 法 第 百 十 八 条 の 三 十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 事 業 代 行 の 開 始 の 公 告

２７ 法 第 百 十 四 条 （ 法 第 百 十 八 条 の 三 十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 事 業 代 行

２８ 法 第 百 十 七 条 第 一 項 （ 法 第 百 十 八 条 の 三 十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 事 業 代 行 の 終 了 の 公 告 及 び 通 知 の 受 理 並 び に 法 第 百 十

七 条 第 三 項 （ 法 第 百 十 八 条 の 三 十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 財 産 の 処 分 等 に 関 す る 計 画 の 承 認

２９ 法 第 百 十 八 条 の 六 第 一 項 後 段 （ 同 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 管 理 処 分 計 画 の 認 可

３０ 法 第 百 十 八 条 の 三 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 事 業 代 行 の 開 始 の 決 定

３１ 法 第 百 二 十 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 措 置 命 令

第 二 条 第 二 項 の 表 五 十 七 の 項 １０ 中 「 第 七 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 七 十 二 条 第 一 項 後 段 （ 同 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 に 改 め 、 同 １０ を 同 項 ２３ と し 、

同 ２３ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

１４ 法 第 四 十 八 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 裁 判 所 に 対 す る 意 見 の 陳 述 又 は 調 査 の 受 託 及 び 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 裁 判 所 に 対 す る 意 見 の 陳 述

１５ 法 第 四 十 九 条 の 規 定 に よ る 決 算 報 告 書 の 承 認

１６ 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 再 開 発 会 社 が 施 行 す る 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 の 認 可

１７ 法 第 五 十 条 の 八 第 一 項 （ 法 第 五 十 条 の 九 第 二 項 、 第 五 十 条 の 十 二 第 二 項 及 び 第 五 十 条 の 十 五 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 市 街

地 再 開 発 事 業 の 施 行 の 認 可 等 の 公 告 及 び 施 行 地 区 等 を 表 示 す る 図 書 の 送 付

１８ 法 第 五 十 条 の 九 第 一 項 の 規 定 に よ る 規 準 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可

１９ 法 第 五 十 条 の 十 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 再 開 発 会 社 の 合 併 若 し く は 分 割 又 は 市 街 地 再 開 発 事 業 の 譲 渡 及 び 譲 受 の 認 可

２０ 法 第 五 十 条 の 十 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 審 査 委 員 の 選 任 の 承 認

２１ 法 第 五 十 条 の 十 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 市 街 地 再 開 発 事 業 の 終 了 の 認 可
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２２ 法 第 五 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 施 行 規 程 及 び 事 業 計 画 の 認 可 及 び 変 更 の 認 可

第 二 条 第 二 項 の 表 五 十 七 の 項 ９ 中 「 認 可 」 の 下 に 「 及 び 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可 の 取 消 し 又 は 組 合 の 解 散 の 認 可 の 公 告 」 を 加 え 、 同 ９ を 同

項 １３ と し 、 同 項 中 ８ を １２ と し 、 ７ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

８ 法 第 十 六 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 八 条 第 二 項 、 第 五 十 条 の 六 、 第 五 十 条 の 九 第 二 項 並 び に 第 五 十 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る 事 業 計 画 の 縦 覧 の 指 示 （ 法 第 十 六 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 含 む 。 ） 、 同 条 第 二 項 （ 法 第 三 十 八 条 第 二 項 、 第 五 十 条 の 六 、 第 五 十 条

の 九 第 二 項 並 び に 第 五 十 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 意 見 書 の 受 理 （ 法 第 十 六 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場

合 を 含 む 。 ） 並 び に 同 条 第 三 項 （ 法 第 三 十 八 条 第 二 項 、 第 五 十 条 の 六 、 第 五 十 条 の 九 第 二 項 並 び に 第 五 十 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に よ る 事 業 計 画 の 修 正 の 命 令 及 び 意 見 書 を 提 出 し た 者 へ の 通 知 （ 法 第 十 六 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 含 む 。 ）

９ 法 第 十 九 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 八 条 第 二 項 並 び に 第 五 十 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 又 は 事 業 計 画 の

認 可 の 公 告 及 び 施 行 地 区 等 を 表 示 す る 図 書 の 送 付 並 び に 法 第 十 九 条 第 二 項 （ 法 第 三 十 八 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 組 合 の 設

立 の 認 可 の 公 告 及 び 施 行 地 区 を 表 示 す る 図 書 の 送 付

１０ 法 第 二 十 七 条 第 四 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 報 告 の 受 理 及 び 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 事 業 報 告 書 等 の 受 理

１１ 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 理 事 長 の 氏 名 等 の 届 出 の 受 理 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 理 事 長 の 氏 名 等 の 公 告

第 二 条 第 二 項 の 表 五 十 七 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

３７ 政 令 第 四 条 の 二 第 三 項 （ 政 令 第 二 十 二 条 の 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 審 査 委 員 の 解 任 の 承 認

３８ 政 令 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 解 任 の 投 票 の 公 告

３９ 政 令 第 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 政 令 第 十 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 権 限 を 証 す る 書 面 の 受 理 、 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 投 票 の 拒 否 、 同 条 第 九 項 の

規 定 に よ る 立 会 人 の 意 見 の 聴 取 、 同 条 第 十 項 の 規 定 に よ る 投 票 の 点 検 及 び 有 効 投 票 数 の 計 算 並 び に 同 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 投 票 の 効 力 の 決 定

４０ 政 令 第 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 政 令 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 解 任 の 投 票 の 結 果 の 公 告

４１ 政 令 第 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 政 令 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 解 任 投 票 録 の 作 成 、 次 第 の 記 載 及 び 署 名 並 び に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 解 任 投

票 録 の 保 存

４２ 政 令 第 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 政 令 第 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 異 議 の 申 出 の 受 理 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 異 議 に 対 す る 決 定 、 文 書 の 交 付 及

び 要 旨 の 公 告 並 び に 同 条 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ る 解 任 の 投 票 の 無 効 の 決 定

４３ 政 令 第 四 十 九 条 の 規 定 に よ る 意 見 書 の 要 旨 の 受 理

４４ 政 令 第 五 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 定
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４５ 省 令 第 三 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 告 の 内 容 等 の 掲 示 並 び に 同 条 第 三 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ る 公 告 の 内 容 の 掲 示

第 二 条 第 二 項 の 表 五 十 七 の 項 中 「 徳 島 市 」 を 「 徳 島 市 三 好 市 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 六 十 五 の 項 と し 、 同 表 五 十 六 の 項 中 「 掲 げ る も の 」 の 下 に 「 （ １６ か ら １９

ま で 及 び ２１ に 掲 げ る 事 務 に あ っ て は 、 法 第 三 章 第 一 節 の 開 発 行 為 等 の 規 制 に 関 す る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 ３ 中 「 同 条 第 十 四 号 」 の 下 に 「 （ 法

第 三 十 五 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 ５ 中 「 第 三 十 五 条 第 二 項 」 の 下 に 「 （ 法 第 三 十 五 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 ６ を 次 の よ う に 改 め る 。

６ 法 第 三 十 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 開 発 行 為 の 変 更 の 許 可 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 許 可 の 申 請 の 受 理 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 軽 微 な 変

更 の 届 出 の 受 理

第 二 条 第 二 項 の 表 五 十 六 の 項 １０ 中 「 第 四 十 一 条 第 一 項 」 の 下 に 「 （ 法 第 三 十 五 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 「 同 条 第 二 項 た だ し 書 」

を 「 法 第 四 十 一 条 第 二 項 た だ し 書 （ 法 第 三 十 五 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 １５ 中 「 第 四 十 七 条 第 一 項 」 の 下 に 「 （ 法 第 三 十 五 条

の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 「 同 条 第 二 項 」 を 「 法 第 四 十 七 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 １７ 中 「 （ 法 第 三 章 第 一 節 の 開 発 行 為 等 の 規 制 に 関 す

る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 １８ 中 「 違 反 是 正 の た め の 措 置 命 令 」 を 「 監 督 処 分 」 に 、 「 及 び 」 を 「 の 代 執 行 及 び 措 置 を 行 う べ き 旨 等 の 」 に 改 め 、 「 （ 法

第 三 章 第 一 節 の 開 発 行 為 等 の 規 制 に 関 す る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 １９ 及 び ２１ 中 「 （ 法 第 三 章 第 一 節 の 開 発 行 為 等 の 規 制 に 関 す る 事 務 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 表 六 十 四 の 項 と し 、 同 表 五 十 五 の 項 １ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 法 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 形 質 の 変 更 等 の 許 可 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 国 の 機 関 と の

協 議

第 二 条 第 二 項 の 表 五 十 五 の 項 中 ５ を ６ と し 、 ４ を ５ と し 、 同 項 ３ 中 「 及 び 」 を 「 の 代 執 行 及 び 措 置 を 行 う べ き 旨 等 の 」 に 改 め 、 同 ３ を 同 項 ４ と し 、 同 項 中 ２

を ３ と し 、 １ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

２ 法 第 七 十 九 条 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 （ １ に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）

第 二 条 第 二 項 の 表 中 五 十 五 の 項 を 六 十 三 の 項 と し 、 同 表 五 十 四 の 項 １ 中 「 又 は 建 築 物 の 建 築 そ の 他 工 作 物 の 建 設 」 を 「 等 」 に 改 め 、 「 国 が 行 う 行 為 に つ い て

の 当 該 」 を 削 り 、 同 項 中 ５ を ６ と し 、 ４ を ５ と し 、 同 項 ３ 中 「 及 び 」 を 「 の 代 執 行 及 び 措 置 を 行 う べ き 旨 等 の 」 に 改 め 、 同 ３ を 同 項 ４ と し 、 同 項 中 ２ を ３ と し 、

１ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

２ 法 第 七 十 九 条 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 （ １ に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）

第 二 条 第 二 項 の 表 中 五 十 四 の 項 を 六 十 二 の 項 と し 、 同 表 五 十 三 の 項 中 「 五 十 六 の 項 」 を 「 六 十 四 の 項 」 に 改 め 、 同 項 中 ５ を ６ と し 、 ４ を ５ と し 、 同 項 ３ 中 「 及

び 」 を 「 の 代 執 行 及 び 措 置 を 行 う べ き 旨 等 の 」 に 改 め 、 同 ３ を 同 項 ４ と し 、 同 項 中 ２ を ３ と し 、 １ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

２ 法 第 七 十 九 条 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 （ １ に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）
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第 二 条 第 二 項 の 表 中 五 十 三 の 項 を 六 十 一 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

六 十 法 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 五 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 市 町 村 が 行 う 都 市 計 画 事 業 の 認 可 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 国 の 機

関 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 以 外 の 者 が 行 う 都 市 計 画 事 業 の 認 可 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 関 係 地 方 公 共 団 体

の 長 の 意 見 の 聴 取 並 び に 同 条 第 六 項 （ 法 第 六 十 三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る

施 設 を 管 理 す る 者 等 の 意 見 の 聴 取

２ 法 第 六 十 条 第 一 項 （ 法 第 六 十 三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 申 請 書 の 受 理

３ 法 第 六 十 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が な さ れ な か っ た 旨 の 公 告

４ 法 第 六 十 二 条 第 一 項 （ 法 第 六 十 三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 都 市 計 画 事 業

の 認 可 の 告 示 及 び 図 書 の 写 し の 送 付

５ 法 第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可

６ 法 第 六 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 位 の 承 継 の 承 認

藍 住 町

第 二 条 第 二 項 の 表 中 五 十 二 の 項 を 五 十 九 の 項 と し 、 同 表 五 十 一 の 項 中 「 五 十 六 の 項 」 を 「 六 十 四 の 項 」 に 改 め 、 同 項 中 ７ を ８ と し 、 同 項 ６ 中 「 及 び 」 を 「 の

代 執 行 及 び 措 置 を 行 う べ き 旨 等 の 」 に 改 め 、 同 ６ を 同 項 ７ と し 、 同 項 中 ５ を ６ と し 、 ４ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

５ 法 第 七 十 九 条 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 （ １ 及 び ４ に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）

第 二 条 第 二 項 の 表 中 五 十 一 の 項 を 五 十 八 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

五 十 六 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 百 九 十 一 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 及 び 宅 地

造 成 等 規 制 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 建 設 省 令 第 三 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） に 基 づ く 事

務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 の 許 可 及 び 同 条 第 三 項 （ 法 第 十 二 条 第 三 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加

２ 法 第 十 条 第 二 項 （ 法 第 十 二 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 申 請 者 へ の 通 知

３ 法 第 十 一 条 （ 法 第 十 二 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 国 又 は 都 道 府 県 が 行 う 宅

地 造 成 に 関 す る 工 事 の 協 議

藍 住 町

初校
１０５
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４ 法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 の 計 画 の 変 更 の 許 可 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る

軽 微 な 変 更 の 届 出 の 受 理

５ 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 工 事 完 了 の 検 査 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付

６ 法 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 工 事 等 の 許 可 の 取 消 し 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 工 事 の 施 行 の 停 止 等 の

命 令 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 宅 地 の 使 用 の 禁 止 若 し く は 制 限 又 は 措 置 命 令 並 び に 同 条 第 五 項 （ 法 第 十 七

条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 必 要 な 措 置 の 代 執 行 及 び 必 要 な 措 置 を と る べ き 旨

等 の 公 告

７ 法 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 の 届 出 の 受 理 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 擁 壁 等 に

関 す る 工 事 等 の 届 出 の 受 理 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 宅 地 以 外 の 土 地 の 宅 地 へ の 転 用 の 届 出 の 受 理

８ 法 第 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 宅 地 所 有 者 等 に 対 す る 必 要 な 措 置 の 勧 告

９ 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 宅 地 所 有 者 等 に 対 す る 工 事 の 命 令 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 不 完 全 な

工 事 等 の 行 為 者 に 対 す る 工 事 の 命 令

１０ 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 宅 地 又 は 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 の 立 入 検 査

１１ 法 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 宅 地 所 有 者 等 か ら の 報 告 の 徴 収

１２ 省 令 第 三 十 条 の 規 定 に よ る 法 第 八 条 第 一 項 又 は 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に 適 合 し て い る こ と を 証 す る 書 面

の 交 付

五 十 七 流 通 業 務 市 街 地 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 一 年 法 律 第 百 十 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ）

に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 流 通 業 務 地 区 に お け る 施 設 の 建 設 等 の 許 可

２ 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 施 設 の 移 転 等 の 命 令 並 び に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 施 設 の 移 転 等 の 代 執 行

及 び 施 設 の 移 転 等 を 行 う べ き 旨 等 の 公 告

藍 住 町

第 二 条 第 二 項 の 表 中 五 十 の 項 を 五 十 五 の 項 と し 、 四 十 九 の 項 を 五 十 四 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

五 十 三 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 十 九 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） に 基 づ く 事 務

の う ち 、 次 に 掲 げ る も の （ １５ か ら １８ ま で 及 び ２２ に 掲 げ る 事 務 に あ っ て は 、 個 人 施 行 者 又 は 組 合 が 施 行 す る 土

地 区 画 整 理 事 業 に 係 る も の に 限 る 。 ）

藍 住 町

再校
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１ 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 の 認 可

２ 法 第 九 条 第 三 項 （ 法 第 十 条 第 三 項 及 び 第 十 三 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 施

行 の 認 可 等 の 公 告 及 び 施 行 地 区 等 を 表 示 す る 図 書 の 送 付

３ 法 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 規 準 若 し く は 規 約 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可

４ 法 第 十 一 条 第 四 項 後 段 の 規 定 に よ る 規 約 の 認 可 、 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 施 行 者 の 変 動 の 届 出 の 受 理 及

び 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 規 約 の 認 可 又 は 届 出 の 受 理 に 係 る 公 告

５ 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 区 画 整 理 事 業 の 廃 止 又 は 終 了 の 認 可

６ 法 第 十 四 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 事 業 計 画 の 認

可
７ 法 第 二 十 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 事 業 計 画 の 縦 覧

の 指 示 （ 法 第 二 十 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 含 む 。 ） 、 同 条 第 二 項 （ 法 第 三 十 九 条 第 二 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 意 見 書 の 受 理 （ 法 第 二 十 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 含

む 。 ） 並 び に 同 条 第 三 項 （ 法 第 三 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 事 業 計 画 の 修

正 の 命 令 及 び 意 見 書 を 提 出 し た 者 へ の 通 知 （ 法 第 二 十 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 含 む 。 ）

８ 法 第 二 十 一 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 又 は 事 業 計 画 の 認 可 の 公 告 及 び 施 行 地 区 等 を 表 示 す る 図 書

の 送 付 並 び に 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可 の 公 告

９ 法 第 二 十 八 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 事 業 報 告 書 等 の 受 理

１０ 法 第 二 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 理 事 の 氏 名 等 の 届 出 の 受 理 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 理 事 の 氏 名 等

の 公 告

１１ 法 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 款 又 は 事 業 計 画 若 し く は 事 業 基 本 方 針 の 変 更 の 認 可 、 同 条 第 四 項 の

規 定 に よ る 変 更 の 認 可 の 公 告 及 び 施 行 地 区 等 を 表 示 す る 図 書 の 送 付 並 び に 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 変 更 の

認 可 の 公 告

１２ 法 第 四 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 解 散 の 認 可 及 び 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可 の 取

消 し 又 は 組 合 の 解 散 の 認 可 の 公 告

１３ 法 第 四 十 八 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 裁 判 所 に 対 す る 意 見 の 陳 述 又 は 調 査 の 受 託 及 び 同 条 第 四 項 の 規 定

に よ る 裁 判 所 に 対 す る 意 見 の 陳 述

再校
１０７
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１４ 法 第 四 十 九 条 の 規 定 に よ る 決 算 報 告 書 の 承 認

１５ 法 第 七 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 施 行 地 区 内 に お け る 土 地 の 形 質 の 変 更 等 の 許 可 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に

よ る 施 行 者 の 意 見 の 聴 取 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 原 状 回 復 等 の 命

令 並 び に 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 原 状 回 復 等 の 代 執 行 及 び 原 状 回 復 等 を す べ き 旨 等 の 公 告

１６ 法 第 八 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 換 地 計 画 の 認 可

１７ 法 第 九 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 換 地 計 画 の 変 更 の 認 可

１８ 法 第 百 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 換 地 処 分 の 届 出 の 受 理 及 び 同 条 第 四 項 後 段 の 規 定 に よ る 公 告

１９ 法 第 百 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 個 人 施 行 者 の 事 業 等 の 状 況 の 検 査 及 び 施 行 者 の し た 処 分 の 取 消 し 等

の 命 令 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 施 行 の 認 可 の 取 消 し 並 び に 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 公 告

２０ 法 第 百 二 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 事 業 等 の 状 況 の 検 査 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 組

合 の し た 処 分 の 取 消 し 等 の 命 令 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可 の 取 消 し 、 同 条 第 五 項 の 規 定

に よ る 総 会 等 の 招 集 、 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 理 事 等 の 解 任 の 投 票 の 実 施 及 び 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 議

決 等 の 取 消 し

２１ 法 第 百 二 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決

２２ 法 第 百 三 十 六 条 の 規 定 に よ る 県 農 業 会 議 及 び 土 地 改 良 区 の 意 見 の 聴 取

第 二 条 第 二 項 の 表 中 四 十 八 の 項 を 五 十 二 の 項 と し 、 四 十 七 の 項 を 五 十 一 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

五 十 法 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 六 十 六 条 の 規 定 に よ る 水 流 に お け る 工 作 物 の 使 用 等 に 関 す る 協 議 の 認 可

２ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 所 有 者 等 の 意 見 の 聴 取 、 同 条 第 三

項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取 に 係 る 通 知 及 び 公 示 並 び に 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 認 可 を し た 旨 の 通 知 及 び 市

町 村 事 務 所 へ の 掲 示

３ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 一 条 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 五 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 土 地 の 使 用 権 の 設 定 又 は 収 用 に 関 す る 裁 定

４ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 二 条 第 一 項 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 五 条 第 二

項 及 び 第 五 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 裁 定 の 申 請 が あ っ た 旨 の 公 示 及 び

吉 野 川 市 阿 波 市 美 馬 市 海 陽 町 藍

住 町 つ る ぎ 町
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通 知

５ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 三 条 第 二 項 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 五 条 第 四

項 及 び 第 五 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 収 用 委 員 会 の 意 見 の 聴 取 並 び に 法

第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 三 条 第 三 項 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 五 条 第 四 項 及

び 第 五 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 裁 定 を し た 旨 の 通 知 及 び 公 示

６ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 七 条 の 規 定 に よ る 協 議 が 調 っ た 場 合 の 届 出 の 受 理

７ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 八 条 第 五 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 土 地 の 形 質 の 変 更 等 の 承 認

８ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 損 失 補 償 に 関 す る 裁 定

第 二 条 第 二 項 の 表 四 十 六 の 項 中 「 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え 、 同 項 １ 中 「 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 削 り 、 「 法 第 五 十 条 第 三

項 」 を 「 同 条 第 三 項 」 に 、 「 法 第 五 十 条 第 五 項 」 を 「 同 条 第 五 項 」 に 改 め 、 同 項 ２ 中 「 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ）

及 び 同 条 」 を 削 り 、 同 項 ３ 中 「 、 第 五 十 九 条 第 二 項 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 同 条 」 を 「 及 び 第 五 十 九 条

第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 ４ 中 「 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 法 」 を 「 及 び 」 に 改 め 、 「 及 び 第 六 十 六 条 」 を 削 り 、 「 、

第 五 十 九 条 第 二 項 」 を 「 及 び 第 五 十 九 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 ５ 及 び ６ 中 「 （ 法 第 六 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 中 ８ を 削 り 、 「 美 馬 市 」

を 「 阿 波 市 美 馬 市 海 陽 町 藍 住 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 四 十 九 の 項 と し 、 同 表 中 四 十 五 の 項 を 四 十 八 の 項 と し 、 四 十 四 の 項 を 四 十 七 の 項 と し 、 四 十 三 の 項

を 四 十 六 の 項 と し 、 同 表 四 十 二 の 項 中 「 鳴 門 市 」 を 「 鳴 門 市 小 松 島 市 吉 野 川 市 阿 波 市 」 に 、 「 牟 岐 町 」 を 「 牟 岐 町 北 島 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 四 十 五

の 項 と し 、 同 表 四 十 一 の 項 ２ 及 び ６ 中 「 聴 取 」 を 「 受 理 」 に 改 め 、 同 項 中 「 吉 野 川 市 」 を 「 吉 野 川 市 阿 波 市 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 四 十 四 の 項 と し 、 同 表 中 四

十 の 項 を 四 十 三 の 項 と し 、 三 十 九 の 項 を 四 十 二 の 項 と し 、 同 表 三 十 八 の 項 中 「 那 賀 町 」 を 「 那 賀 町 藍 住 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 四 十 一 の 項 と し 、 同 表 三 十 七

の 項 中 「 那 賀 町 」 を 「 那 賀 町 藍 住 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 四 十 の 項 と し 、 同 表 三 十 六 の 項 中 「 北 島 町 」 を 「 北 島 町 藍 住 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 三 十 九 の 項

と し 、 同 表 中 三 十 五 の 項 を 三 十 八 の 項 と し 、 同 表 三 十 四 の 項 中 「 那 賀 町 」 を 「 那 賀 町 藍 住 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 三 十 七 の 項 と し 、 同 表 中 三 十 三 の 項 を 三 十

六 の 項 と し 、 三 十 二 の 項 を 三 十 五 の 項 と し 、 三 十 一 の 項 を 三 十 四 の 項 と し 、 同 表 三 十 の 項 ４ 中 「 の 規 定 に お い て 」 を 「 に お い て 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 三 十 三 の

項 と し 、 同 表 二 十 九 の 項 中 「 美 波 町 」 を 「 美 波 町 海 陽 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 三 十 二 の 項 と し 、 同 表 中 二 十 八 の 項 を 三 十 一 の 項 と し 、 二 十 七 の 項 を 三 十 の 項

と し 、 同 表 二 十 六 の 項 中 「 及 び 省 令 」 の 下 に 「 並 び に 条 例 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 二 十 九 の 項 と し 、 同 表 二 十 五 の 項 １ 中 「 第 三 十 四 条 の 十 一 第 一 項 」 を 「 第 三 十

四 条 の 十 二 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ２ 中 「 第 三 十 四 条 の 十 三 第 一 項 」 を 「 第 三 十 四 条 の 十 四 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 二 十 八 の 項 と し 、 同 表 二 十 四 の 項 中 「 二

十 六 の 項 」 を 「 二 十 九 の 項 」 に 、 「 二 十 七 の 項 」 を 「 三 十 の 項 」 に 改 め 、 「 「 省 令 」 と い う 。 ） 」 の 下 に 「 並 び に 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 十

九 号 。 二 十 九 の 項 に お い て 「 条 例 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 １ 中 「 第 三 十 四 条 の 十 一 第 一 項 」 を 「 第 三 十 四 条 の 十 二 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ２ 中 「 第 三 十 四 条 の
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十 三 第 一 項 」 を 「 第 三 十 四 条 の 十 四 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 二 十 七 の 項 と し 、 同 表 中 二 十 三 の 項 を 二 十 六 の 項 と し 、 十 八 の 項 か ら 二 十 二 の 項 ま で を 三 項 ず

つ 繰 り 下 げ 、 同 表 十 七 の 項 中 「 二 十 の 項 、 二 十 一 の 項 、 二 十 四 の 項 及 び 二 十 五 の 項 」 を 「 二 十 三 の 項 、 二 十 四 の 項 、 二 十 七 の 項 及 び 二 十 八 の 項 」 に 、 「 市 町 村 」

を 「 町 村 」 に 、 「 徳 島 市 鳴 門 市 小 松 島 市 阿 南 市 吉 野 川 市 阿 波 市 美 馬 市 三 好 市 勝 浦 町 」 を 「 勝 浦 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 二 十 の 項 と し 、 同 項 の

前 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 九 法 第 七 十 条 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 事 業 を 経 営 す る 者 か ら の 報 告 の 徴 収 又 は 当 該 職 員 に よ る 施 設 等 の 検 査

そ の 他 事 業 経 営 の 状 況 の 調 査 （ 社 会 福 祉 法 人 と し て の 市 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 に 係 る も の に 限 る 。 ）

徳 島 市 鳴 門 市 小 松 島 市 阿 南 市 吉

野 川 市 阿 波 市 美 馬 市 三 好 市 上 勝

町 石 井 町 那 賀 町 牟 岐 町 美 波 町

海 陽 町 松 茂 町 北 島 町

第 二 条 第 二 項 の 表 十 六 の 項 中 「 二 十 二 の 項 」 を 「 二 十 五 の 項 」 に 改 め 、 １１ を 削 り 、 「 徳 島 市 鳴 門 市 小 松 島 市 阿 南 市 吉 野 川 市 阿 波 市 美 馬 市 三 好

市 上 勝 町 」 を 「 上 勝 町 」 に 、 「 美 波 町 」 を 「 美 波 町 海 陽 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 八 の 項 と し 、 同 表 中 十 五 の 項 を 十 七 の 項 と し 、 同 表 十 四 の 項 中 「 に 基 づ

く 事 務 の う ち 、 同 法 」 を 削 り 、 同 項 を 同 表 十 六 の 項 と し 、 同 表 中 十 三 の 項 を 十 五 の 項 と し 、 十 二 の 項 を 十 四 の 項 と し 、 十 一 の 項 を 十 三 の 項 と し 、 同 表 十 の 項 中

「 三 好 市 」 を 「 三 好 市 海 陽 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 二 の 項 と し 、 同 表 中 九 の 項 を 十 一 の 項 と し 、 同 表 八 の 項 中 「 も の 」 の 下 に 「 （ 当 該 市 町 村 の 区 域 内 に の

み 事 務 所 を 設 置 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 係 る も の に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 ３ 中 「 受 理 」 の 下 に 「 及 び 法 第 十 三 条 第 三 項 （ 法 第 三 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 法 人 の 設 立 の 認 証 の 取 消 し 」 を 加 え 、 同 項 ８ 中 「 受 理 及 び 」 を 「 受 理 、 」 に 改 め 、 「 届 出 の 受 理 」 の 下 に 「 及 び 同 条 第 七 項 の 規 定

に よ る 登 記 事 項 証 明 書 の 受 理 」 を 加 え 、 同 項 中 「 美 馬 市 」 を 「 美 馬 市 那 賀 町 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 の 項 と し 、 同 表 中 七 の 項 を 九 の 項 と し 、 四 の 項 か ら 六 の

項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 三 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

四 水 道 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 七 十 七 号 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） に 基 づ く 事 務 の

う ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る 専 用 水 道 に 係 る 工 事 着 手 前 の 確 認

２ 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 専 用 水 道 に 係 る 確 認 の 申 請 の 受 理 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 の

記 載 事 項 の 変 更 の 届 出 の 受 理 及 び 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 通 知

３ 法 第 三 十 四 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 専 用 水 道 の 設 置 者 か ら の 給 水 開 始

前 の 届 出 の 受 理

４ 法 第 三 十 四 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 専 用 水 道 の 設 置 者 か ら の 業

勝 浦 町 上 勝 町 佐 那 河 内 村 石 井 町

神 山 町 那 賀 町 牟 岐 町 美 波 町 海 陽

町 松 茂 町 北 島 町 藍 住 町 板 野 町

上 板 町 つ る ぎ 町 東 み よ し 町
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務 の 委 託 の 届 出 の 受 理

５ 法 第 三 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 専 用 水 道 の 設 置 者 に 対 す る 改 善 の 指 示 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 勧

告
６ 法 第 三 十 七 条 の 規 定 に よ る 専 用 水 道 の 設 置 者 に 対 す る 給 水 停 止 命 令

７ 法 第 三 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 専 用 水 道 の 設 置 者 か ら の 報 告 の 徴 収 及 び 当 該 職 員 に よ る 立 入 検 査

五 法 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

１ 法 第 三 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 簡 易 専 用 水 道 の 設 置 者 に 対 す る 必 要 な 措 置 を 採 る べ き 旨 の 指 示

２ 法 第 三 十 七 条 の 規 定 に よ る 簡 易 専 用 水 道 の 設 置 者 に 対 す る 給 水 停 止 命 令

３ 法 第 三 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 簡 易 専 用 水 道 の 設 置 者 か ら の 報 告 の 徴 収 及 び 当 該 職 員 に よ る 立 入 検 査

海 陽 町

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 改 正 後 の 第 二 条 第 二 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 に 係 る 法 令 若 し く は 条 例 若 し く は 規 則 （ 以 下 「 法 令 等 」

と い う 。 ） の 規 定 に よ り 知 事 が し た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 当 該 事 務 に 係 る 法 令 等 の 規 定 に よ り 知 事 に 対 し て さ れ て い る 申 請 そ の 他 の

行 為 で 、 施 行 日 以 後 に お い て は 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 市 町 村 の 長 が 管 理 し 及 び 執 行 す る こ と と な る 事 務 に 係 る も の は 、 施 行 日 以 後 に お け る 当 該 事 務 に 係 る 法 令

等 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 市 町 村 の 長 の し た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 当 該 市 町 村 の 長 に 対 し て さ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 と み な す 。

提 案 理 由

地 方 自 治 法 の 規 定 に よ る 市 町 村 の 長 と の 協 議 に 基 づ き 、 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 を 市 町 村 が 処 理 す る こ と と す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 二 十 条 の 二 十 四 」 を 「 第 二 十 条 の 二 十 三 の 三 」 に 、 「 第 三 十 五 条 」 を 「 第 三 十 四 条 の 三 」 に 改 め る 。

第 二 十 条 の 十 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 法 人 の 均 等 割 の 課 税 免 除 ）

第 二 十 条 の 十 二 の 二 法 第 二 十 五 条 第 一 項 第 一 号 の 非 課 税 地 方 独 立 行 政 法 人 以 外 の 地 方 独 立 行 政 法 人 で あ つ て 、 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八

号 ） 第 二 十 一 条 第 三 号 チ の 病 院 事 業 を 行 う も の （ 以 下 「 病 院 事 業 を 行 う 地 方 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ） に 対 し て は 、 県 民 税 の 均 等 割 を 課 さ な い 。

第 二 十 条 の 十 六 第 一 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 公 益 社 団 法 人 又 は 公 益 財 団 法 人

第 二 十 条 の 十 六 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 民 税 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 毎 年 四 月 三 十 日 ま で に 、 前 項 の 規 定 に よ り 県 民 税 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 法 人 税 法 第 七 十 四 条

第 一 項 に 規 定 す る 法 人 税 の 申 告 書 の 提 出 期 限 ま で に 、 そ れ ぞ れ 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

第 二 章 第 四 節 中 第 二 十 条 の 二 十 四 の 前 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 不 動 産 取 得 税 の 課 税 免 除 ）

第 二 十 条 の 二 十 三 の 三 病 院 事 業 を 行 う 地 方 独 立 行 政 法 人 が 不 動 産 を 次 の 各 号 に 掲 げ る 不 動 産 と し て 使 用 す る た め に 取 得 し た 場 合 に お い て は 、 当 該 不 動 産 の 取

得 に 対 し て は 、 不 動 産 取 得 税 を 課 さ な い 。

第 三 十 四 号
徳 島 県 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 三 十 四 号 徳 島 県 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １１３
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一 そ の 病 院 事 業 の 用 に 供 す る 不 動 産 （ そ の 利 用 に つ い て 対 価 又 は 負 担 と し て 支 払 う べ き 金 額 の 定 め の あ る 施 設 で 規 則 で 定 め る も の の 用 に 供 す る も の を 除

く 。 ）

二 そ の 設 置 す る 看 護 師 養 成 所 に お い て 直 接 教 育 の 用 に 供 す る 不 動 産

三 そ の 設 置 す る 寄 宿 舎 で 看 護 師 養 成 所 に 係 る も の に お い て 直 接 そ の 用 に 供 す る 不 動 産

第 二 章 第 七 節 中 第 三 十 五 条 の 前 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 自 動 車 取 得 税 の 課 税 免 除 ）

第 三 十 四 条 の 三 病 院 事 業 を 行 う 地 方 独 立 行 政 法 人 が 救 急 自 動 車 又 は 主 と し て へ き 地 巡 回 診 療 の 用 に 供 す る 自 動 車 を 取 得 し た 場 合 に お い て は 、 当 該 自 動 車 の 取

得 に 対 し て は 、 自 動 車 取 得 税 を 課 さ な い 。

第 四 十 八 条 の 二 第 三 項 中 「 開 設 者 」 及 び 「 当 該 公 的 医 療 機 関 」 の 下 に 「 又 は 病 院 事 業 を 行 う 地 方 独 立 行 政 法 人 」 を 加 え る 。

附 則 第 三 十 七 項 中 「 つ い て は 、 」 を 「 係 る 平 成 二 十 五 年 十 二 月 一 日 前 に 開 始 す る 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 四 号 に 規 定 す る 期 間 に 係 る 法 人 の 県 民 税 の 減 免 に つ い

て は 、 当 該 法 人 を 」 に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 十 条 の 十 六 第 一 項 第 一 号 及 び 附 則 第 三 十 七 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 の 規 定 は 、 同 年 十 二 月

一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 次 に 掲 げ る 法 人 の う ち 法 人 税 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 三 十 四 号 ） 第 二 条 第 九 号 の 二 に 規 定 す る 非 営 利 型 法 人 に 該 当 す る も の に 係 る 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 に 開

始 す る 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 五 十 二 条 第 二 項 第 四 号 に 規 定 す る 期 間 に 係 る 法 人 の 県 民 税 の 減 免 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

一 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人

二 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 特 例 民 法 法 人 （ 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及 び 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認

定 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 四 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 例 民 法 法 人 を い い 、 同 法 第 四 十

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 存 続 す る も の に 限 る 。 ） で あ っ て 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 同 法 第 百 二 十 一 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 百 六

条 第 一 項 の 登 記 を し た も の

提 案 理 由

県 の 政 策 医 療 の 確 保 に 重 要 な 役 割 を 果 た す 地 方 独 立 行 政 法 人 が 経 営 す る 病 院 に つ い て 、 そ の 経 営 の 安 定 化 を 図 り 、 地 域 の 医 療 提 供 体 制 を 維 持 す る た め 、 非 課
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税 地 方 独 立 行 政 法 人 以 外 の 地 方 独 立 行 政 法 人 で あ っ て 病 院 事 業 を 行 う も の に 係 る 県 税 の 課 税 免 除 の 措 置 を 講 ず る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す

る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 十 七 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 七 の 二 介 護 保 険 法 施 行 令 （ 平 成 十 年 政 令 第 四 百 十 二 号 ） 第 三 十 七 条 の 十 五 第 二 項 の 規 定

に 基 づ く 研 修 の 実 施

二 万 五 千 円

別 表 第 一 の 二 十 二 の 項 か ら 二 十 六 の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

二 十 二 か ら 二 十 六 ま で 削 除

別 表 第 一 の 二 十 七 の 項 中 「 附 則 第 二 項 」 を 「 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 八 十 六 号 ） 附 則 第 二 項 」 に 改 め 、 同 表 の 三 十 七 の 項 か ら 四 十 の 項 ま で を 次 の よ う に 改

め る 。
三 十 七 か ら 四 十 ま で 削 除

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 申 請 が な さ れ て い る 改 正 前 の 徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 別 表 第 一 の 二 十 二 の 項 、 二 十 二 の 三 の 項 か ら 二 十 二 の 五 の 項 ま で 、 二

第 三 十 五 号
徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 三 十 五 号 徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １１７
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十 四 の 項 か ら 二 十 六 の 項 ま で 、 三 十 七 の 項 、 三 十 九 の 項 及 び 四 十 の 項 に 規 定 す る 事 務 に 係 る 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

他 県 と の 均 衡 を 勘 案 し 、 介 護 保 険 法 に 基 づ く 主 任 介 護 支 援 専 門 員 研 修 の 実 施 に 係 る 手 数 料 を 定 め る と と も に 、 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 に 基 づ く 准 看 護 師 試 験 等

及 び 調 理 師 法 に 基 づ く 調 理 師 試 験 等 に 係 る 事 務 を 関 西 広 域 連 合 が 処 理 す る こ と と さ れ た こ と に 伴 い 、 こ れ ら の 事 務 に 係 る 手 数 料 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ れ る 第 一 条 に 規 定 す る 事 業 に 要 す る 経 費 の 精 算 が 完 了 す る 日 」 に 改 め

る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 に お け る 自 殺 対 策 の 緊 急 的 な 強 化 を 図 る た め に 実 施 す る 相 談 体 制 の 整 備 及 び 人 材 の 養 成 等 の 事 業 を 引 き 続 き 計 画 的 に 推 進 す る た め 、 徳 島 県 地 域 自 殺 対 策

緊 急 強 化 基 金 の 設 置 の 期 間 を 延 長 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 六 号
徳 島 県 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 三 十 六 号 徳 島 県 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １１９
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徳 島 県 子 ど も の は ぐ く み 条 例

目 次
前 文

第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 十 条 ）

第 二 章 は ぐ く み 憲 章 及 び 実 施 計 画 （ 第 十 一 条 ・ 第 十 二 条 ）

第 三 章 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 基 本 的 施 策 （ 第 十 三 条 ― 第 二 十 三 条 ）

第 四 章 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 気 運 の 醸 成 （ 第 二 十 四 条 ・ 第 二 十 五 条 ）

附 則
子 ど も は 、 私 た ち の 生 命 を 受 け 継 ぐ か け が え の な い 宝 物 で あ り 、 未 来 へ の 希 望 で あ る 。 誰 も が 安 心 し て 子 ど も を 生 み 、 子 育 て に 喜 び を 感 じ ら れ る こ と や 、 全

て の 子 ど も が 等 し く 健 や か に 成 長 す る こ と は 、 私 た ち の 願 い で あ る 。

こ の 願 い の 実 現 に 向 け 、 私 た ち は 共 に 手 を 取 り 合 い 、 歩 ん で い か な け れ ば な ら な い 。

ま ず は 、 子 ど も を 生 き 生 き と 、 か つ 、 伸 び 伸 び と 育 む 環 境 づ く り を 進 め る と と も に 、 子 ど も と し っ か り 向 き 合 い 、 共 に 過 ご し 、 そ し て 触 れ 合 う 時 間 を 大 切 に

し て い く 。

そ れ か ら 、 子 ど も が 安 心 し て 学 び 、 遊 び 、 そ し て 暮 ら せ る よ う 、 そ の 心 身 と 生 活 を 守 る と と も に 、 子 ど も と 子 育 て 家 庭 を 支 え る 地 域 社 会 づ く り を 進 め て い く 。

き ず な

ま た 、 子 育 て を 楽 し み な が ら 自 ら も 成 長 し よ う と す る 男 性 を 応 援 し 、 家 族 の 絆 を 深 め る こ と や 、 子 ど も や 若 者 に も 子 育 て の 喜 び を 伝 え 、 結 婚 や 出 産 へ の 気 運

を 高 め る こ と も 忘 れ て は な ら な い 。

第 三 十 七 号
徳 島 県 子 ど も の は ぐ く み 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 子 ど も の は ぐ く み 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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こ こ に 、 私 た ち は 、 子 ど も と 子 育 て 家 庭 を 取 り 巻 く 社 会 の 状 況 に し っ か り と 対 応 す る と と も に 、 将 来 に わ た っ て 次 代 の 社 会 を 担 う 子 ど も 及 び 子 育 て を 担 う 者

を 育 ん で い く た め 、 こ の 条 例 を 制 定 す る 。

第 一 章 総 則

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 子 ど も の は ぐ く み に 関 し 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 県 、 県 民 及 び 事 業 者 の 責 務 並 び に 子 育 て 支 援 団 体 の 役 割 を 明 ら か に す る と と も に 、 子

ど も の は ぐ く み に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 子 ど も の は ぐ く み を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 子 ど も を 大 切 に 育 み 、 子 育 て の

喜 び を 分 か ち 合 え る 地 域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 子 ど も 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 者 を い う 。

二 子 ど も の は ぐ く み 子 ど も の 人 権 の 擁 護 、 子 育 て 支 援 、 少 子 化 対 策 そ の 他 の 子 ど も 及 び 子 育 て に 関 す る 課 題 に 対 処 し な が ら 次 代 の 社 会 を 担 う 子 ど も 及 び

子 育 て を 担 う 者 を 育 む こ と を い う 。

三 子 育 て 支 援 団 体 子 育 て 支 援 の 取 組 を 行 う 団 体 を い う 。

（ 基 本 理 念 ）

第 三 条 子 ど も の は ぐ く み は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 理 念 と し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。

一 子 ど も の 権 利 を 尊 重 す る と と も に 、 そ の 最 善 の 利 益 を 考 慮 す る こ と 。

二 父 母 そ の 他 の 保 護 者 （ 以 下 「 保 護 者 」 と い う 。 ） が 、 子 育 て に お い て 第 一 義 的 責 任 を 有 す る こ と 。

三 県 並 び に 県 民 、 事 業 者 、 子 育 て 支 援 団 体 及 び 市 町 村 そ の 他 の 関 係 機 関 等 （ 以 下 「 県 民 等 」 と い う 。 ） が 、 相 互 に 連 携 を 図 り な が ら 社 会 全 体 で 取 り 組 む こ

と 。

四 結 婚 及 び 出 産 に 関 す る 個 人 の 意 思 及 び 多 様 な 価 値 観 を 尊 重 す る こ と 。

（ 県 の 責 務 ）

第 四 条 県 は 、 前 条 に 規 定 す る 子 ど も の は ぐ く み に つ い て の 基 本 理 念 （ 以 下 「 基 本 理 念 」 と い う 。 ） に の っ と り 、 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ

計 画 的 に 策 定 し 、 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る 。

（ 市 町 村 と の 連 携 ）

第 五 条 県 は 、 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す る に 当 た っ て は 、 市 町 村 と 連 携 を 図 り な が ら 協 力 し て 取 り 組 む も の と す る 。
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（ 県 民 の 責 務 ）

第 六 条 県 民 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 子 ど も の は ぐ く み の 重 要 性 に つ い て 理 解 を 深 め 、 積 極 的 に 子 ど も の は ぐ く み に 取 り 組 む も の と す る 。

２ 県 民 は 、 県 及 び 市 町 村 が 実 施 す る 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 事 業 者 の 責 務 ）

第 七 条 事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 子 ど も の は ぐ く み の 重 要 性 に つ い て 理 解 を 深 め 、 そ の 雇 用 す る 労 働 者 が 仕 事 と 子 育 て と の 両 立 を 図 る こ と が で き る よ

う 必 要 な 環 境 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。

２ 事 業 者 は 、 県 及 び 市 町 村 が 実 施 す る 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 子 育 て 支 援 団 体 の 役 割 ）

第 八 条 子 育 て 支 援 団 体 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 そ の 取 組 の 充 実 に 努 め る と と も に 、 そ の 活 動 を 通 じ 、 子 育 て 家 庭 と 地 域 社 会 と を つ な ぐ 役 割 を 果 た す も の と

す る 。

（ 推 進 体 制 の 整 備 ）

第 九 条 県 は 、 県 及 び 県 民 等 が 連 携 し て 子 ど も の は ぐ く み を 推 進 す る た め の 体 制 を 整 備 す る も の と す る 。

（ 財 政 上 の 措 置 ）

第 十 条 県 は 、 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 施 策 を 推 進 す る た め 、 必 要 な 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。

第 二 章 は ぐ く み 憲 章 及 び 実 施 計 画

（ は ぐ く み 憲 章 ）

第 十 一 条 知 事 は 、 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 県 民 、 事 業 者 及 び 子 育 て 支 援 団 体 の 日 常 の 行 動 の 指 針 と し て 、 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 憲 章 （ 以 下 「 は ぐ く み

憲 章 」 と い う 。 ） を 定 め る も の と す る 。

２ 知 事 は 、 は ぐ く み 憲 章 を 定 め る に 当 た っ て は 、 県 民 、 事 業 者 及 び 子 育 て 支 援 団 体 の 意 見 を 反 映 す る こ と が で き る よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

３ 前 項 の 規 定 は 、 は ぐ く み 憲 章 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。

（ 実 施 計 画 ）

第 十 二 条 知 事 は 、 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 施 策 の 総 合 的 な 実 施 に 関 す る 計 画 （ 以 下 「 実 施 計 画 」 と い う 。 ） を 定 め る も の と す る 。

２ 実 施 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。

一 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 施 策 の 実 施 に よ り 達 成 し よ う と す る 目 標

二 実 施 し よ う と す る 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 施 策 の 内 容 及 び そ の 実 施 時 期
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３ 知 事 は 、 実 施 計 画 を 定 め る に 当 た っ て は 、 県 民 等 の 意 見 を 反 映 す る こ と が で き る よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

４ 知 事 は 、 実 施 計 画 を 定 め た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。

５ 前 二 項 の 規 定 は 、 実 施 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。

第 三 章 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 基 本 的 施 策

（ 子 育 て 家 庭 を 支 え る 地 域 社 会 の 形 成 ）

第 十 三 条 県 は 、 子 育 て 家 庭 を 支 え る 地 域 社 会 の 形 成 に 資 す る た め 、 子 育 て 支 援 の 拠 点 の 整 備 及 び 子 育 て 支 援 団 体 の 取 組 を 支 援 す る と と も に 、 子 育 て 支 援 に 関

す る 啓 発 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

（ 保 護 者 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 等 ）

第 十 四 条 県 は 、 保 護 者 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 図 る た め 、 子 ど も の 医 療 、 教 育 等 に 係 る 費 用 の 負 担 の 軽 減 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

２ 県 は 、 母 子 家 庭 、 父 子 家 庭 等 の 生 活 の 安 定 及 び 向 上 を 図 る た め 、 そ の 経 済 的 自 立 に 向 け た 支 援 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

（ 良 質 か つ 適 切 な 教 育 及 び 保 育 の 確 保 等 ）

第 十 五 条 県 は 、 就 学 前 の 子 ど も に 対 し 、 義 務 教 育 及 び そ の 後 の 教 育 の 基 礎 を 培 う 良 質 か つ 適 切 な 教 育 及 び 保 育 が 行 わ れ る よ う 、 子 ど も 及 び 子 育 て 家 庭 の 状 況

並 び に 市 町 村 の 実 情 に 応 じ た 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

２ 県 は 、 子 育 て 家 庭 の 多 様 な 保 育 に 対 す る 需 要 に 対 応 す る た め 、 時 間 外 保 育 （ 保 育 所 そ の 他 の 場 所 に お い て 、 休 日 、 夜 間 等 保 育 を 通 常 行 わ な い 日 又 は 時 間 に

お い て 保 育 を 行 う こ と を い う 。 ） 、 病 児 保 育 （ 保 護 者 の 労 働 又 は 疾 病 そ の 他 の 事 由 に よ り 家 庭 に お い て 保 育 を 受 け る こ と が 困 難 で あ る 乳 幼 児 又 は 小 学 校 に 就 学

し て い る 子 ど も で あ っ て 、 疾 病 に か か っ て い る も の に つ い て 、 保 育 所 、 病 院 そ の 他 の 施 設 に お い て 保 育 を 行 う こ と を い う 。 ） 、 一 時 預 か り （ 家 庭 に お い て 保 育

を 受 け る こ と が 一 時 的 に 困 難 と な っ た 乳 幼 児 に つ い て 、 主 と し て 昼 間 に お い て 、 保 育 所 そ の 他 の 場 所 に お い て 、 一 時 的 に 預 か り 、 必 要 な 保 護 を 行 う こ と を い

う 。 ） 及 び 放 課 後 に お け る 小 学 校 に 就 学 し て い る 子 ど も の 健 全 育 成 に 関 す る 活 動 の 実 施 に 対 す る 支 援 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

３ 県 は 、 子 ど も 一 人 一 人 に 行 き 届 い た き め 細 や か な 学 校 教 育 の 実 現 を 目 指 し 、 少 人 数 に よ る 学 級 編 制 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

（ 仕 事 と 子 育 て と の 両 立 の 推 進 ）

第 十 六 条 県 は 、 保 護 者 の 仕 事 と 子 育 て と の 両 立 が 図 ら れ る よ う 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 県 民 及 び 事 業 者 の 理 解 を 深 め る た め の 啓 発 を 推 進 す る も の と す る 。

一 子 ど も を 育 て て い る 女 性 が 働 き 続 け る こ と の で き る 雇 用 環 境 の 整 備

二 男 性 が 積 極 的 に 育 児 に 参 加 す る こ と の 意 義

三 男 女 を 問 わ ず 育 児 休 業 を す る こ と が で き る 職 場 環 境 の 形 成

四 子 ど も の 看 護 の た め の 休 暇 、 子 育 て の 時 期 に お け る 短 時 間 の 勤 務 そ の 他 の 柔 軟 な 働 き 方
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（ 母 子 の 保 健 及 び 医 療 に 係 る 体 制 の 充 実 等 ）

第 十 七 条 県 は 、 母 子 の 保 健 及 び 医 療 に 係 る 体 制 を 充 実 す る た め 、 市 町 村 が 実 施 す る 妊 産 婦 及 び 乳 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 、 保 健 指 導 そ の 他 の 母 子 保 健 サ ー ビ ス

の 提 供 に 対 す る 支 援 を 行 う と と も に 、 周 産 期 医 療 、 小 児 医 療 等 を 提 供 す る 体 制 の 整 備 を 推 進 す る も の と す る 。

２ 県 は 、 子 ど も を 生 む こ と を 希 望 す る 者 で あ っ て 不 妊 症 又 は 不 育 症 で あ る も の に 対 し 、 相 談 そ の 他 の 支 援 を 行 う も の と す る 。

（ 食 育 の 推 進 及 び 野 菜 の 摂 取 ）

第 十 八 条 県 は 、 子 ど も が 食 を 通 じ 、 生 涯 に わ た っ て 健 全 な 心 身 を 培 う と と も に 、 豊 か な 人 間 性 を 育 む こ と が で き る よ う 、 食 育 を 推 進 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 食 育 の 推 進 に 当 た っ て は 、 子 ど も が 野 菜 の 摂 取 の 重 要 性 を 学 び 、 か つ 、 そ の 摂 取 量 の 増 加 に 資 す る よ う 配 慮 す る も の と す る 。

（ 子 ど も の 権 利 及 び 利 益 の 尊 重 に 関 す る 啓 発 ）

第 十 九 条 県 は 、 子 ど も の 人 権 の 擁 護 に 資 す る た め 、 子 ど も の 権 利 及 び 利 益 の 尊 重 に 関 す る 啓 発 を 推 進 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 啓 発 の 推 進 に 当 た っ て は 、 子 ど も 自 身 が 尊 重 さ れ て い る と 実 感 す る こ と を 通 じ 、 他 者 を 尊 重 す る 心 が 醸 成 さ れ る よ う 配 慮 す る も の と す る 。

（ 子 ど も の 人 権 侵 害 の 未 然 の 防 止 等 ）

第 二 十 条 県 は 、 虐 待 、 い じ め そ の 他 の 子 ど も の 人 権 侵 害 を 未 然 に 防 止 し 、 又 は 早 期 に 発 見 し 、 か つ 、 こ れ に 速 や か に 対 応 す る た め 、 市 町 村 そ の 他 の 関 係 機 関

等 と 連 携 し 、 相 談 体 制 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

（ 障 害 等 の 早 期 の 発 見 等 の た め の 支 援 ）

第 二 十 一 条 県 は 、 子 ど も の 障 害 （ 身 体 障 害 、 知 的 障 害 、 精 神 障 害 （ 発 達 障 害 を 含 む 。 ） そ の 他 の 心 身 の 機 能 の 障 害 を い う 。 ） 及 び 難 病 （ 以 下 「 障 害 等 」 と い う 。 ）

の 早 期 の 発 見 並 び に 障 害 等 を 有 す る 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 の 悩 み 及 び 不 安 の 解 消 に 資 す る た め 、 障 害 等 に 関 す る 専 門 的 な 相 談 、 情 報 の 提 供 そ の 他 の 支 援 を 行

う も の と す る 。

（ 子 育 て に 配 慮 し た 生 活 環 境 の 整 備 ）

第 二 十 二 条 県 は 、 子 ど も 及 び 保 護 者 が 安 心 し て 生 活 を 送 る こ と が で き る よ う 、 良 好 な 居 住 環 境 の 確 保 の 支 援 、 歩 行 者 の 安 全 に 配 慮 し た 道 路 環 境 の 整 備 そ の 他

の 子 育 て に 配 慮 し た 生 活 環 境 の 整 備 を 推 進 す る も の と す る 。

（ 次 代 の 子 育 て を 担 う 者 の 育 成 ）

第 二 十 三 条 県 は 、 次 代 の 子 育 て を 担 う 者 の 育 成 を 促 進 す る た め 、 子 ど も 及 び 若 者 が 子 育 て の 喜 び を 知 る こ と が で き る 機 会 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る

も の と す る 。

２ 県 は 、 若 者 が 経 済 的 に 困 窮 し て い る こ と を 理 由 に 結 婚 及 び 子 ど も を 生 む こ と を 断 念 す る こ と の な い 社 会 を 目 指 し 、 若 者 の 経 済 的 自 立 の 支 援 を 推 進 す る も の

と す る 。
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３ 県 は 、 結 婚 を 望 む 男 女 に 対 し 、 出 会 い の 場 の 情 報 の 提 供 そ の 他 の 支 援 を 行 う も の と す る 。

第 四 章 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 気 運 の 醸 成

（ 表 彰 ）

第 二 十 四 条 知 事 は 、 子 ど も の は ぐ く み に 関 し て 著 し い 功 績 の あ っ た 者 に 対 し て 、 表 彰 を 行 う こ と が で き る 。

（ 若 者 交 流 の 日 ）

第 二 十 五 条 県 は 、 若 者 の 結 婚 及 び 出 産 へ の 気 運 並 び に 若 者 が 地 域 に お け る 様 々 な 活 動 に 参 加 す る こ と を 社 会 全 体 で 支 援 す る 気 運 を 醸 成 す る た め 、 若 者 交 流 の

日 を 設 け る 。

２ 若 者 交 流 の 日 は 、 毎 月 第 一 金 曜 日 と す る 。

３ 県 は 、 若 者 交 流 の 日 に は 、 そ の 趣 旨 に ふ さ わ し い 行 事 が 実 施 さ れ る よ う 努 め る も の と す る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 定 め ら れ て い る 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 県 の 憲 章 で あ っ て 、 県 民 、 事 業 者 及 び 子 育 て 支 援 団 体 の 日 常 の 行 動 の 指 針 を 定 め た も の

は 、 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た は ぐ く み 憲 章 と み な す 。

３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 定 め ら れ て い る 子 ど も の は ぐ く み に 関 す る 県 の 計 画 で あ っ て 、 次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 九 条 第

一 項 の 規 定 に 基 づ く も の は 、 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 実 施 計 画 と み な す 。

提 案 理 由

子 ど も の は ぐ く み に 関 し 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 県 、 県 民 及 び 事 業 者 の 責 務 並 び に 子 育 て 支 援 団 体 の 役 割 を 明 ら か に す る と と も に 、 子 ど も の は ぐ く み に 関

す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 子 ど も の は ぐ く み を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 子 ど も を 大 切 に 育 み 、 子 育 て の 喜 び を 分 か ち 合 え る 地

域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例

徳 島 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 四 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

施 設 の 老 朽 化 及 び 利 用 の 状 況 に 鑑 み 、 ラ イ ト ホ ー ム を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 八 号
徳 島 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 廃 止 に つ い て

徳 島 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 三 十 八 号 徳 島 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 廃 止 に つ い て １２７
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徳 島 県 障 害 者 介 護 給 付 費 等 不 服 審 査 会 設 置 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 徳 島 県 障 害 者 介 護 給 付 費 等 不 服 審 査 会 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 障 害 者 介 護 給 付 費 等 不 服 審 査 会 設 置 条 例 （ 平 成 十 八 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 基 金 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 基 金 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 障 害 児 通 所 給 付 費 等 不 服 審 査 会 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 徳 島 県 障 害 児 通 所 給 付 費 等 不 服 審 査 会 設 置 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 徳 島 県 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 六 号 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 改 め 、 同 条 第 七 号 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を

「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 改 め 、 「 第 二 十 二 条 第 二 項 」 の 下 に 「 又 は 第 五 十 一 条 の 七 第 二 項 」 を 加 え 、 「 同 条 第 一 項 」

を 「 同 法 第 二 十 二 条 第 一 項 又 は 第 五 十 一 条 の 七 第 一 項 」 に 、 「 支 給 要 否 決 定 」 を 「 支 給 の 要 否 の 決 定 」 に 改 め 、 同 条 第 八 号 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害

者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 改 め 、 「 第 二 十 六 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 五 十 一 条 の 十 一 」 を 加 え る 。

第 三 十 九 号
徳 島 県 障 害 者 介 護 給 付 費 等 不 服 審 査 会 設 置 条 例 等 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 障 害 者 介 護 給 付 費 等 不 服 審 査 会 設 置 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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（ 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 の 二 第 二 号 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 、 「 第 五 条 第 十 二 項 」 を 「 第 五 条 第 十 一

項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 第 四 条 中 徳 島 県 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 七 号 及 び 第 八 号 の 改 正 規 定 （ 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及

び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 公 布 の 日

二 第 五 条 中 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 第 十 条 の 二 第 二 号 の 改 正 規 定 （ 「 第 五 条 第 十 二 項 」 を 「 第 五 条 第 十 一 項 」 に 改 め

る 部 分 に 限 る 。 ） 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日

提 案 理 由

障 害 者 自 立 支 援 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 准 看 護 師 試 験 委 員 条 例 を 廃 止 す る 条 例

徳 島 県 准 看 護 師 試 験 委 員 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 一 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 に 基 づ く 准 看 護 師 試 験 等 に 係 る 事 務 を 関 西 広 域 連 合 が 処 理 す る こ と と さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 准 看 護 師 試 験 委 員 条 例 を 廃 止 す る 必 要

が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 号

徳 島 県 准 看 護 師 試 験 委 員 条 例 の 廃 止 に つ い て

徳 島 県 准 看 護 師 試 験 委 員 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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徳 島 県 子 宮 頸 が ん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 臨 時 特 例 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例

徳 島 県 子 宮 頸 が ん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 臨 時 特 例 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 五 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

子 宮 頸 が ん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 臨 時 特 例 交 付 金 の 対 象 事 業 が 平 成 二 十 四 年 度 で 終 了 す る こ と に 伴 い 、 徳 島 県 子 宮 頸 が ん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 臨 時 特 例

基 金 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 一 号
徳 島 県 子 宮 頸 が ん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 臨 時 特 例 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て

徳 島 県 子 宮 頸 が ん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 臨 時 特 例 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 四 十 一 号 徳 島 県 子 宮 頸 が ん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 臨 時 特 例 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て １３３

平成25年2月議案



初校

�１３４

平成25年2月議案



徳 島 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 事 業 並 び に 」 を 「 事 業 、 」 に 改 め 、 「 支 援 を 行 う 事 業 」 の 下 に 「 並 び に 福 祉 及 び 介 護 に 係 る 人 材 の 確 保 を 図 る た め に 実 施 す る 事 業 」 を 加 え る 。

附 則 第 二 項 中 「 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

福 祉 及 び 介 護 に 係 る 人 材 の 確 保 の 状 況 に 鑑 み 、 徳 島 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 に つ い て 福 祉 及 び 介 護 に 係 る 人 材 の 確 保 を 図 る た め の 事 業 を 実 施 す る た

め の 所 要 の 措 置 を 講 ず る と と も に 、 失 業 者 の 一 時 的 な 雇 用 及 び 就 業 の 機 会 の 創 出 を 図 る た め の 事 業 等 を 引 き 続 き 計 画 的 に 推 進 す る た め 、 当 該 基 金 の 設 置 の 期 間

を 延 長 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 二 号
徳 島 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 四 十 二 号 徳 島 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １３５

平成25年2月議案



初校

�１３６

平成25年2月議案



徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 二 項 中 「 第 二 十 一 条 」 の 下 に 「 又 は 福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 二 十 五 号 ） 第 二 十 一 条 」 を 、 「 前 項 第 三 号 」 の 下 に 「 及 び 第 四 号 」

を 加 え る 。

第 七 条 第 一 項 中 「 前 条 第 一 項 各 号 」 を 「 前 条 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 条 件 を 具 備 す る と き は 、 同 項 各 号 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 希 望 し 、 か つ 」 を 「 希 望 す る も の の う ち 」 に 、 「 認 め ら れ る も の 」 を 「 認 め ら れ 、 か つ 、 そ の 者 及 び 現 に 同 居 し 、 又 は 同 居 し よ う と す る 親

族 が 暴 力 団 員 で な い 者 」 に 改 め る 。

第 五 十 条 中 「 具 備 す る 者 」 の 下 に 「 で 、 そ の 者 及 び 現 に 同 居 し 、 又 は 同 居 し よ う と す る 親 族 が 暴 力 団 員 で な い も の 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 が 制 定 さ れ た こ と に 伴 い 、 同 法 に 規 定 す る 居 住 制 限 者 に つ い て 県 営 住 宅 の 入 居 者 資 格 の 特 例 を 設 け る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の

条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 三 号
徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 四 十 三 号 徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １３７

平成25年2月議案



初校

�１３８

平成25年2月議案



道 路 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

道 路 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 令 第 七 条 第 一 号 に 掲 げ る 物 件 の 項 中 「 第 七 条 第 二 号 」 を 「 第 七 条 第 四 号 」 に 改 め 、 同 表 令 第 七 条 第 二 号 に 掲 げ る 工 事 用 施 設 及 び 同 条 第 三 号 に 掲 げ る 工 事

用 材 料 、 令 第 七 条 第 四 号 に 掲 げ る 仮 設 建 築 物 及 び 同 条 第 五 号 に 掲 げ る 施 設 及 び 令 第 七 条 第 六 号 に 掲 げ る 施 設 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

令 第 七 条 第 二 号 に 掲 げ る 工 作 物 占 用 面 積 一 平 方 メ ー ト ル に つ き

一 年

一 、 ○ ○ ○ 円 八 二 ○ 円

令 第 七 条 第 三 号 に 掲 げ る 施 設 時 価 に ○ ・ ○ 二 八 を 乗 じ て 得 た 額

令 第 七 条 第 四 号 に 掲 げ る 工 事 用 施 設 及 び 同 条 第 五 号 に 掲 げ る 工 事 用 材 料 占 用 面 積 一 平 方 メ ー ト ル に つ き

一 月

四 四 ○ 円 一 一 ○ 円

令 第 七 条 第 六 号 に 掲 げ る 仮 設 建 築 物 及 び 同 条 第 七 号 に 掲 げ る 施 設 一 四 ○ 円 一 一 ○ 円

令 第 七 条 第 九 号 に 掲 げ る 施 設

建 築 物

階 数 が 一 の も の

占 用 面 積 一 平 方 メ ー ト ル に つ き

一 年

時 価 に ○ ・ ○ ○ 六 を

乗 じ て 得 た 額

時 価 に ○ ・ ○ ○ 八 を

乗 じ て 得 た 額

階 数 が 二 の も の

時 価 に ○ ・ ○ ○ 九 を

乗 じ て 得 た 額

時 価 に ○ ・ ○ 一 一 を

乗 じ て 得 た 額

階 数 が 三 の も の

時 価 に ○ ・ ○ 一 一 を

乗 じ て 得 た 額

時 価 に ○ ・ ○ 一 五 を

乗 じ て 得 た 額

階 数 が 四 以 上 の も の

時 価 に ○ ・ ○ 一 三 を

乗 じ て 得 た 額

時 価 に ○ ・ ○ 一 六 を

乗 じ て 得 た 額

第 四 十 四 号
道 路 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

道 路 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 四 十 四 号 道 路 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １３９

平成25年2月議案



そ の 他 の も の

時 価 に ○ ・ ○ ○ 六 を

乗 じ て 得 た 額

時 価 に ○ ・ ○ ○ 八 を

乗 じ て 得 た 額

令 第 七 条 第 十 二 号 に 掲 げ る 器 具 時 価 に ○ ・ ○ 二 八 を 乗 じ て 得 た 額

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

道 路 法 施 行 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 鑑 み 、 太 陽 光 発 電 設 備 等 に 係 る 道 路 の 占 用 料 の 額 を 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ

る 。

再校
１４０

平成25年2月議案



徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 条 例

（ 設 置 ）

第 一 条 本 県 教 育 に お け る 未 来 を 志 向 す る 創 造 性 豊 か な 人 材 の 育 成 に 関 す る 事 業 の 推 進 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と

い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 額 ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 予 算 で 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

２ 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し て 、 こ の 基 金 に 編 入 す る も の と す る 。

（ 繰 替 運 用 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て 基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 運 用 す る こ と が で

き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 に 規 定 す る 事 業 の 推 進 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 処 分 す る こ と が で き る 。

第 四 十 五 号
徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 四 十 五 号 徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て １４１

平成25年2月議案



（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

本 県 教 育 に お け る 未 来 を 志 向 す る 創 造 性 豊 か な 人 材 の 育 成 に 関 す る 事 業 の 推 進 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 を 設 置 す る 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
１４２

平成25年2月議案



徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の そ の 二 の 表 中
「
徳 島 県 立 美 馬 商 業 高 等 学 校

徳 島 県 立 貞 光 工 業 高 等 学 校

美 馬 市 美 馬 町

美 馬 郡 つ る ぎ 町

」
を
「
徳 島 県 立 つ る ぎ 高 等 学 校 美 馬 郡 つ る ぎ 町

」
に 改

め 、 同 表 の そ の 三 の 表 中
「
徳 島 県 立 盲 学 校

徳 島 県 立 聾 学 校

徳 島 市 南 二 軒 屋 町 二 丁 目

徳 島 市 中 徳 島 町 二 丁 目

」
を
「
徳 島 県 立 徳 島 視 覚 支 援 学 校

徳 島 県 立 徳 島 聴 覚 支 援 学 校

徳 島 市 南 二 軒 屋 町 二 丁 目

徳 島 市 南 二 軒 屋 町 二 丁 目
」
に

改 め る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

本 県 に お け る 新 た な 時 代 に 対 応 し た 学 校 づ く り 及 び 多 様 な 教 育 の 実 現 を 図 る た め 、 徳 島 県 立 美 馬 商 業 高 等 学 校 及 び 徳 島 県 立 貞 光 工 業 高 等 学 校 を 再 編 統 合 し 、

新 た に 徳 島 県 立 つ る ぎ 高 等 学 校 を 設 置 す る と と も に 、 徳 島 県 立 盲 学 校 及 び 徳 島 県 立 聾 学 校 の 併 置 に よ り 多 様 化 す る 障 害 に 対 応 し た 教 育 の 充 実 及 び 地 域 の 特 別 支

援 教 育 の 核 と な る 学 校 づ く り の 推 進 を 図 る た め 、 両 校 の 名 称 及 び 徳 島 県 立 聾 学 校 の 位 置 を 変 更 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 六 号
徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 四 十 六 号 徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １４３

平成25年2月議案



初校

�１４４

平成25年2月議案



徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 （ 平 成 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 表 徳 島 県 立 図 書 館 （ 以 下 「 図 書 館 」 と い う 。 ） の 項 中 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 読 書 の 振 興 に 関 す る 集 会 等 の 文 化 活 動 の た め に 集 会 室 一 及 び 集 会 室 二 を 利 用 に 供 す る こ と 。

第 二 条 の 表 徳 島 県 立 博 物 館 （ 以 下 「 博 物 館 」 と い う 。 ） の 項 中 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 考 古 、 歴 史 、 民 俗 、 美 術 工 芸 、 動 物 、 植 物 及 び 地 学 に 関 す る 講 座 等 の 文 化 活 動 の た め に 博 物 館 講 座 室 を 利 用 に 供 す る こ と 。

第 二 条 の 表 徳 島 県 立 近 代 美 術 館 （ 以 下 「 美 術 館 」 と い う 。 ） の 項 第 四 号 中 「 こ と 」 の 下 に 「 及 び 美 術 に 関 す る 講 座 等 の 文 化 活 動 の た め に 美 術 館 講 座 室 を 利 用

に 供 す る こ と 」 を 加 え る 。

第 三 条 の 表 中
「
美 術 館 ギ ャ ラ リ ー

」
を

「
図 書 館

集 会 室 一

集 会 室 二

博 物 館 博 物 館 講 座 室

美 術 館

ギ ャ ラ リ ー

美 術 館 講 座 室

」
に 、
「
ミ ニ シ ア タ ー

第 四 十 七 号
徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 四 十 七 号 徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １４５
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」
を

「
ミ ニ シ ア タ ー

ス タ ジ オ

ミ ー テ ィ ン グ ル ー ム

」
に 改 め る 。

別 表 第 二 中
「

ギ ャ ラ リ ー

午 前 三 、 三 ○ ○ 円

午 後 五 、 五 ○ ○ 円

夜 間 四 、 二 ○ ○ 円
」

を
「

集 会 室 一

午 前 二 、 二 ○ ○ 円

午 後 三 、 六 ○ ○ 円

集 会 室 二

午 前 一 、 一 ○ ○ 円

午 後 一 、 七 八 ○ 円

博 物 館 講 座 室

午 前 二 、 一 ○ ○ 円

午 後 三 、 四 ○ ○ 円

ギ ャ ラ リ ー

午 前 三 、 三 ○ ○ 円

午 後 五 、 五 ○ ○ 円

夜 間 四 、 二 ○ ○ 円

美 術 館 講 座 室

午 前 一 、 六 ○ ○ 円

午 後 二 、 六 ○ ○ 円
」

に 、
「

ミ ニ シ ア タ ー

午 前 一 、 一 ○ ○ 円

午 後 一 、 七 八 ○ 円

夜 間 一 、 五 一 ○ 円
」

を
「

ミ ニ シ ア タ ー

午 前 一 、 一 ○ ○ 円

午 後 一 、 七 八 ○ 円

夜 間 一 、 五 一 ○ 円

ス タ ジ オ

午 前 一 、 一 ○ ○ 円

午 後 一 、 七 八 ○ 円

夜 間 一 、 五 一 ○ 円

午 前 八 ○ ○ 円

ミ ー テ ィ ン グ ル ー ム 午 後 一 、 二 八 ○ 円

に 改 め 、

再校
１４６
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夜 間 一 、 一 ○ ○ 円
」

同 表 の 備 考 第 三 項 中 「 場 合 の 」 の 下 に 「 集 会 室 一 、 集 会 室 二 、 博 物 館 講 座 室 、 」 を 、 「 ギ ャ ラ リ ー 」 の 下 に 「 、 美 術 館 講 座 室 」 を 、 「 ミ ニ シ ア タ ー 」 の 下 に 「 、

ス タ ジ オ 、 ミ ー テ ィ ン グ ル ー ム 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 の 利 用 の 増 進 を 図 る た め 、 新 た に 徳 島 県 立 図 書 館 の 集 会 室 等 を 県 民 の 利 用 に 供 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出

す る 理 由 で あ る 。

再校
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初校
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徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 九 の 項 中 「 基 づ く 認 定 」 の 下 に 「 の 申 請 に 対 す る 審 査 」 を 加 え 、 同 項 の １ 中 「 二 千 七 百 円 」 を 「 二 千 二 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の ２ 中 「 二 千 七 百 二 十

円 」 を 「 四 千 三 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の ３ 中 「 三 万 千 七 百 円 」 を 「 三 万 五 千 円 」 に 、 「 八 千 二 百 円 」 を 「 一 万 六 千 三 百 円 」 に 、 「 二 万 四 千 七 百 円 」 を 「 二 万 九

千 円 」 に 、 「 五 千 九 百 円 」 を 「 一 万 四 千 四 百 円 」 に 、 「 五 万 九 千 七 百 円 」 を 「 五 万 九 千 円 」 に 、 「 一 万 四 千 七 百 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 、 「 三 万 七 百 円 」 を 「 三 万

五 千 円 」 に 、 「 一 万 八 百 円 」 を 「 一 万 九 千 円 」 に 、 「 三 千 六 百 八 十 円 」 を 「 一 万 二 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 十 の 項 の １ 中 「 六 千 三 百 円 」 を 「 三 千 九 百 円 」 に 改

め 、 同 項 の ２ 中 「 一 万 八 千 円 」 を 「 六 千 三 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の ３ 中 「 百 五 十 三 万 円 」 を 「 百 四 十 三 万 五 千 円 」 に 、 「 二 十 九 万 六 千 円 」 を 「 四 十 三 万 八 千 円 」

に 、 「 百 十 四 万 千 円 」 を 「 百 十 二 万 八 千 円 」 に 、 「 十 七 万 四 千 円 」 を 「 三 十 三 万 八 千 円 」 に 、 「 百 八 十 一 万 六 千 円 」 を 「 百 六 十 二 万 千 円 」 に 、 「 三 十 九 万 九 千 円 」

を 「 四 十 七 万 九 千 円 」 に 、 「 百 十 九 万 三 千 円 」 を 「 百 十 四 万 八 千 円 」 に 、 「 三 十 四 万 九 千 円 」 を 「 四 十 八 万 二 千 円 」 に 、 「 百 十 九 万 二 千 円 」 を 「 百 十 四 万 七 千 円 」

に 、 「 三 十 四 万 八 千 円 」 を 「 四 十 八 万 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 十 一 の 項 の １ の � 中 「 三 万 二 千 三 百 円 」 を 「 四 万 三 千 三 百 円 」 に 、 「 八 千 百 円 」 を 「 二 万 三 千 百 円 」

に 改 め 、 同 項 の １ の � 中 「 二 万 五 千 三 百 円 」 を 「 三 万 六 千 三 百 円 」 に 、 「 八 千 百 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 の １ の � 中 「 五 千 七 百 円 」 を 「 二 万 千 円 」

に 改 め 、 同 項 の ２ 中 「 六 万 二 千 三 百 円 」 を 「 六 万 八 千 三 百 円 」 に 、 「 一 万 五 千 三 百 円 」 を 「 三 万 三 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の ３ 及 び ４ 中 「 三 万 千 三 百 円 」 を 「 四 万

二 千 三 百 円 」 に 、 「 一 万 八 百 円 」 を 「 二 万 六 千 三 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の ５ 中 「 二 万 五 千 三 百 円 」 を 「 三 万 六 千 三 百 円 」 に 、 「 三 千 三 百 円 」 を 「 一 万 九 千 百 円 」 に

改 め 、 同 表 の 十 二 の 項 の １ 中 「 百 五 十 二 万 四 千 二 百 円 」 を 「 百 四 十 四 万 二 千 円 」 に 、 「 二 十 九 万 二 百 円 」 を 「 四 十 四 万 五 千 円 」 に 、 「 百 十 三 万 五 千 二 百 円 」 を 「 百

十 三 万 五 千 円 」 に 、 「 十 六 万 八 千 二 百 円 」 を 「 三 十 四 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 項 の ２ 中 「 百 八 十 一 万 二 百 円 」 を 「 百 六 十 二 万 八 千 円 」 に 、 「 三 十 九 万 三 千 二 百 円 」

を 「 四 十 八 万 六 千 円 」 に 改 め 、 同 項 の ３ 中 「 百 十 八 万 七 千 二 百 円 」 を 「 百 十 五 万 五 千 円 」 に 、 「 三 十 四 万 三 千 二 百 円 」 を 「 四 十 八 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 項 の ４

第 四 十 八 号
徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 四 十 八 号 徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １４９
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中 「 百 十 八 万 六 千 二 百 円 」 を 「 百 十 五 万 四 千 円 」 に 、 「 三 十 四 万 二 千 二 百 円 」 を 「 四 十 八 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 十 三 の 項 の １ 中 「 規 定 に 基 づ く 認 定 （ 以 下

こ の 項 及 び 十 四 の 項 に お い て 「 認 定 」 と い う 。 ） 」 を 「 認 定 」 に 改 め 、 「 の 遊 技 機 」 の 下 に 「 （ 以 下 こ の 項 及 び 十 四 の 項 に お い て 「 未 認 定 遊 技 機 」 と い う 。 ） 」 を 加

え 、 「 一 万 六 千 円 」 を 「 一 万 五 千 円 」 に 、 「 二 万 七 千 円 」 を 「 二 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 項 の ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

２ ぱ ち ん こ 屋 又 は 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 七 条 に 規 定 す る 営 業 に つ い て 許 可 を 受 け よ う と す る 場 合 で 営 業 所 に 設 置

す る 遊 技 機 に 未 認 定 遊 技 機 が あ る と き 。 １ � 又 は � に 定 め る 額 に 、 二 千 八 百 円 （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二 十 条 第 四 項

の 検 定 を 受 け た 型 式 に 属 す る 未 認 定 遊 技 機 以 外 の 未 認 定 遊 技 機 （ 以 下 こ の 項 及 び 十 四 の 項 に お い て 「 特 定 未 認 定 遊 技 機 」 と い う 。 ） が あ る 場 合 に あ っ

て は 、 五 千 六 百 円 に 当 該 特 定 未 認 定 遊 技 機 が 属 す る 型 式 の 数 を 二 千 四 百 円 に 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し た 額 ） を 加 算 し た 額 に 、 未 認 定 遊 技 機 一 台 ご と に 四

十 円 （ 特 定 未 認 定 遊 技 機 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 九 の 項 の ３ に 定 め る 額 か ら 八 千 円 を 減 じ た 額 ） を 加 算 し た 額

別 表 第 一 の 十 三 の 項 の ３ 中 「 一 万 五 千 円 」 を 「 一 万 四 千 円 」 に 、 「 二 万 七 千 円 」 を 「 二 万 四 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 十 四 の 項 の １ 中 「 認 定 を 受 け た 遊 技 機 以 外

の 遊 技 機 」 を 「 未 認 定 遊 技 機 」 に 、 「 三 千 四 百 円 」 を 「 二 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 承 認 を 受 け よ う と す る 遊 技 機 に 未 認 定 遊 技 機 が あ る 場 合 五 千 二 百 円 （ 特 定 未 認 定 遊 技 機 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 八 千 円 に 当 該 特 定 未 認 定 遊 技 機 が

属 す る 型 式 の 数 を 二 千 四 百 円 に 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し た 額 ） に 、 未 認 定 遊 技 機 一 台 ご と に 四 十 円 （ 特 定 未 認 定 遊 技 機 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 九 の 項 の ３

に 定 め る 額 か ら 八 千 円 を 減 じ た 額 ） を 加 算 し た 額

別 表 第 一 の 備 考 の 三 中 「 同 時 に 」 の 下 に 「 当 該 認 定 に 係 る 遊 技 機 と 同 一 の 型 式 に 属 す る 」 を 加 え 、 「 そ れ ぞ れ 同 項 に 定 め る 金 額 か ら 二 千 七 百 円 」 を 「 同 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の １ の 場 合 に あ っ て は 零 円 と し 、 同 項 の ２ の 場 合 に あ っ て は 四 十 円 と し 、 同 項 の ３ の 場 合 に あ っ て は そ れ ぞ れ 同 項 の ３ に 定 め る 金 額 か

ら 八 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 の 四 中 「 同 時 に 」 の 下 に 「 当 該 試 験 に 係 る 遊 技 機 と 同 一 の 型 式 に 属 す る 」 を 加 え 、 「 二 千 三 百 円 」 を 「 一 万 四 千 三 百 円 」 に 改 め 、

同 表 の 備 考 の 五 中 「 九 千 三 百 円 」 を 「 八 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 の 六 中 「 七 千 四 百 円 」 を 「 六 千 八 百 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 遊 技 機 の 検 定 等 に 係 る 手 数 料 の 額 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

再校
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こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
１５１

平成25年2月議案



初校

�１５２

平成25年2月議案



徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

く う

別 表 徳 島 県 立 中 央 病 院 の 項 中 「 耳 鼻 い ん こ う 科 」 を 「 耳 鼻 咽 喉 科 」 に 、 「 麻 酔 科 」 を 「 麻 酔 科 歯 科 口 腔 外 科 」 に 改 め 、 同 表 徳 島 県 立 三 好 病 院 及 び 徳 島 県 立

海 部 病 院 の 項 中 「 耳 鼻 い ん こ う 科 」 を 「 耳 鼻 咽 喉 科 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

く う

診 療 業 務 の 充 実 を 図 る た め 、 徳 島 県 立 中 央 病 院 に 歯 科 口 腔 外 科 を 新 設 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 九 号
徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 四 十 九 号 徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １５３

平成25年2月議案



初校

�１５４

平成25年2月議案



提案理由

平成２４年度県営土地改良事業費に対する受益市町村負担金について，事業費の変更等に伴い追加する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第５０号

平成２４年度県営土地改良事業費に対する受益市町村負担金の追加について

平成２４年１０月１２日議決を経た県営土地改良事業費に対する受益市町村負担金について次のとおり追加する。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負担市町村 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 営 土 地 改 良 事 業 那 賀 町 広域営農団地農道整備事業 ７２，０００ ７，２００ １／１０以内

事業費を増額又は減額
した場合は，事業費に対
する負担金の割合に応
じ，知事は負担金を増額
又は減額することができ
る。

円 円

初校
第５０号 平成２４年度県営土地改良事業費に対する受益市町村負担金の追加について １５５

平成25年2月議案



初校

�１５６

平成25年2月議案



提案理由

平成２４年度県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金について，事業費の変更等に伴い追加する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第５１号

平成２４年度県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金の追加について

平成２４年１０月１２日議決を経た県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金について次のとおり追加する。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 単 独 砂 防 事 業 等 三 好 市 県単独砂防事業 ２，５００，０００ ６２５，０００ ２５／１００ 事業費を増額又は減額
した場合は，事業費に対
する負担金の割合に応
じ，知事は負担金を増額
又は減額することができ
る。

那 賀 町 急傾斜地崩壊対策事業 ２０，０００，０００ １，０００，０００ ５／１００

円 円

初校
第５１号 平成２４年度県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金の追加について １５７

平成25年2月議案



初校

�１５８

平成25年2月議案



提案理由

平成２４年度県単独道路事業費に対する受益市町村負担金について，事業費の変更等に伴い追加する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第５２号

平成２４年度県単独道路事業費に対する受益市町村負担金の追加について

平成２４年１０月１２日議決を経た県単独道路事業費に対する受益市町村負担金について次のとおり追加する。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負担市町村 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 単 独 道 路 事 業 牟 岐 町 道路局部改良事業 １９，２９５，０００ ２，８９４，２５０ １５ 事業費を増額又は減額
した場合は，事業費に対
する負担金の割合に応
じ，知事は負担金を増額
又は減額することができ
る。

海 陽 町 道路局部改良事業 ４，２５０，０００ ６３７，５００ １５

円 円 ％

三校
第５２号 平成２４年度県単独道路事業費に対する受益市町村負担金の追加について １５９

平成25年2月議案



初校

�１６０

平成25年2月議案



請負契約書中「４ 工期 徳島県議会の議決のあった日の翌日から平成２５年３月２５日まで」を「４ 工期 徳島県議会の議決のあった日の翌日から平成２５年

５月７日まで」に，「５ 契約金額 ６３０，０００，０００円」を「５ 契約金額 ６０５，６３３，７００円」に改める。

提案理由

工事の請負契約の契約金額等の変更に伴い，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を経る必要がある。こ

れが，この案件を提出する理由である。

第５３号

一般国道４３９号道路改築工事落合１号トンネルの請負契約の変更請負契約について

平成２４年１２月１９日議決を経た一般国道４３９号道路改築工事落合１号トンネルの請負契約の変更請負契約を次のと

おり締結する。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
第５３号 一般国道４３９号道路改築工事落合１号トンネルの請負契約の変更請負契約について １６１

平成25年2月議案



初校

�１６２

平成25年2月議案



請負契約書中「５ 契約金額 ６９８，４６０，０００円」を「５ 契約金額 ６７７，８４２，２００円」に改める。

提案理由

工事の請負契約の契約金額の変更に伴い，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を経る必要がある。これ

が，この案件を提出する理由である。

第５４号

川内大代線緊急地方道路整備工事加賀須野橋左岸下部工の請負契約の変更請負契約について

平成２４年３月２１日議決を経た川内大代線緊急地方道路整備工事加賀須野橋左岸下部工の請負契約の変更請負契約

を次のとおり締結する。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
第５４号 川内大代線緊急地方道路整備工事加賀須野橋左岸下部工の請負契約の変更請負契約について １６３

平成25年2月議案



初校

�１６４

平成25年2月議案



１ 事 業 名 徳島県県営住宅集約化ＰＦＩ事業

２ 事 業 場 所 徳島市名東町１丁目，徳島市万代町５丁目，徳島市津田町３丁目

３ 事 業 期 間 徳島県議会の議決のあった日の翌日から平成４６年３月３１日まで

４ 契 約 金 額 県営住宅整備等事業に係る対価

５，５４６，８３７，０００円

５ 契 約 の 方 法 一般競争入札

６ 契 約 の 相 手 方 事 業 者 徳島市南出来島町二丁目１５番地

徳島県営住宅ＰＦＩ株式会社

代 表 取 締 役 歌 代 正

福祉施設等事業者 板野郡藍住町笠木字西野５０番地の１

医療法人 凌雲会

理 事 長 稲 次 正 敬

福祉施設等事業者 板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の１

社会福祉法人 凌雲福祉会

理 事 稲 次 正 敬

第５５号

徳島県県営住宅集約化ＰＦＩ事業の特定事業契約について

次のとおり特定事業契約を締結する。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第５５号 徳島県県営住宅集約化ＰＦＩ事業の特定事業契約について １６５

平成25年2月議案



提案理由

特定事業契約について，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第９条の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提

出する理由である。

初校
１６６

平成25年2月議案



提案理由

徳島県教育振興計画（第２期）を策定することについて，徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例第３条第１項の規定

により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第５６号

徳島県教育振興計画（第２期）の策定について

徳島県教育振興計画（第２期）を別冊のとおり定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第５６号 徳島県教育振興計画（第２期）の策定について １６７

平成25年2月議案



初校

�１６８

平成25年2月議案











１ 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

２ 契 約 の 始 期 平成２５年４月１日

３ 契 約 金 額 １２，０００，０００円を上限とする額

４ 費 用 の 支 払 方 法 契約の定めるところによる。

５ 契 約 の 相 手 方 徳島市南常三島町１丁目４番地１

山 本 啓 司（弁護士）

提案理由

包括外部監査契約について，地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第５９号

包括外部監査契約について

地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により，次のとおり包括外部監査契約を締結する。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第５９号 包括外部監査契約について １７３

平成25年2月議案



初校

�１７４

平成25年2月議案



関西広域連合規約の一部を改正する規約

関西広域連合規約（平成２２年１２月１日総行市第２５０号総務大臣許可）の一部を次のように改正する。

第２０条第２項中「又は事業所数割」を「，事業所数割又は第１次産業就業者数割」に改め，同項第１号中「又は事業所数」を「，事業所数又は第１次産業就

業者数」に改める。

別表事業費の部を次のように改める。

事
業
費

第４条第１項第１号に規定する事務に係る

経費

同項第２号から第８号までに掲げる事務について

それぞれ負担する構成団体

同項第２号から第８号までに掲げる事務ごとの負

担割合

第４条第１項第２号及び第６号に規定する

事務に係る経費

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県，徳

島県，京都市，大阪市，堺市及び神戸市

人口割 １０分の１０

第４条第１項第３号アからウまでに規定す

る事務に係る経費

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県，鳥

取県及び徳島県

人口割 １０分の５

宿泊施設数割 １０分の５

第４条第１項第３号エからカまでに規定す

る事務に係る経費

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県，鳥

取県，徳島県，京都市，大阪市，堺市及び神戸市

人口割 １０分の５

宿泊施設数割（文化の振興に関する事務に係る経

費にあっては，均等割） １０分の５

第６０号

関西広域連合規約の一部変更に関する協議について

関西広域連合規約の一部を次のとおり変更することについて関係地方公共団体と協議する。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
第６０号 関西広域連合規約の一部変更に関する協議について １７５

平成25年2月議案



第４条第１項第４号に規定する事務に係る

経費

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県，鳥

取県，徳島県，京都市，大阪市，堺市及び神戸市

人口割 １０分の５

事業所数割 １０分の５

（第１次産業の振興に関する事務に係る経費にあ

っては，第１次産業就業者数割 １０分の１０）

第４条第１項第５号アに規定する事務に係

る経費

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県，鳥

取県及び徳島県

利用実績割 １０分の１０

第４条第１項第５号イに規定する事務に係

る経費

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県，鳥

取県及び徳島県

人口割 １０分の１０

第４条第１項第５号ウに規定する事務に係

る経費

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県，鳥

取県，徳島県，京都市，大阪市，堺市及び神戸市

人口割 １０分の１０

第４条第１項第７号に規定する事務に係る

経費

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県及び

徳島県

受験者数割 １０分の１０

第４条第１項第８号に規定する事務に係る

経費

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県，徳

島県，京都市，大阪市，堺市及び神戸市

受講者数割（ウェブ研修に関する事務に係る経費

にあっては，均等割） １０分の１０

事業費のうち，この表の中欄又は右欄の規定により難いと認められる事務に係る経費にあっては，負担する構成団体又は負担割合について広域連

合長が別に定める。

別表備考１中「構成団体」を「負担する構成団体」に改め，同表備考３中「（第４条第１項第５号アに規定する事務にあっては，構成団体の区域のうち救急

医療用ヘリコプターが運航される区域であって別に定めるものに係る当該年の４月１日現在における構成団体の人口に相当する人口として官報で公示された最

近の国勢調査の結果に基づいて算出した人口）」を削り，同表中備考７を備考８とし，備考６を備考７とし，備考５の次に次のように加える。

６ この表において「第１次産業就業者数割」とは，官報で公示された最近の国勢調査の結果に基づく構成団体の第１次産業就業者数の割合をいう。

三校
１７６

平成25年2月議案



附 則

（施行期日）

１ この規約は，平成２５年４月１日から施行する。

（負担金の徴収に係る経過措置）

２ 広域連合長が定める日までの間における改正後の関西広域連合規約第４条第１項第５号アに規定する事務に係る経費に係る和歌山県の負担については，同

規約第２０条及び別表の規定にかかわらず，従前の和歌山県と大阪府及び徳島県との間の協定の例により関係団体で協議して定める。

提案理由

地方自治法第２９１条の３第３項の規定により，関西広域連合の規約の一部を変更するに当たり，同法第２９１条の１１の規定により議決を経る必要がある。これ

が，この案件を提出する理由である。

再校
１７７

平成25年2月議案



初校

�１７８

平成25年2月議案



地方独立行政法人徳島県鳴門病院中期目標

前文

鳴門病院においては，県北部をはじめ香川県東部や兵庫県淡路島地域の政策医療を担い，地域の中核的病院として重要な役割を果たしている。

また，看護専門学校，健康管理センター，訪問看護ステーション及び居宅介護支援センターを併設し，地域完結型の医療提供体制の確保に取り組んでいると

ころである。

こうした中，徳島県を設立団体とする地方独立行政法人として，新たにスタートするに当たり，将来を見据えて安定した経営基盤を構築するとともに，地域

医療連携機能や救急医療体制の充実強化など地域住民からのニーズに応えていく必要がある。

このことから，平成２５年度から平成２８年度までの中期目標において，地方独立行政法人制度の特徴である自主性や効率性を十分に発揮しつつ，地域の医療水

準の更なる向上や地域住民の健康増進につながるよう地方独立行政法人徳島県鳴門病院の基本となるべき方向性を示すこととする。

特に，運営に当たっては，「第６次徳島県保健医療計画」をはじめとする徳島県の医療行政施策にのっとり，地域の中核的病院として更なる公的役割を担う

とともに，地域住民から信頼される病院を目指していくことを求めるものとする。

第１ 中期目標の期間

平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日までの４年間とする。

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１ 診療事業

�１ 質の高い医療の提供

第６１号

地方独立行政法人徳島県鳴門病院中期目標の策定について

地方独立行政法人徳島県鳴門病院の中期目標を次のように定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

四校
第６１号 地方独立行政法人徳島県鳴門病院中期目標の策定について １７９

平成25年2月議案



ア 専門的な医療への対応など医療水準の向上を図るため，医師，看護師，その他のコメディカル等の優秀な医療従事者の確保に努めること。

イ 最適で確実な治療を提供するため，各種診療ガイドライン等に基づくクリティカルパスを促進し，医療の質の向上を図ること。

ウ 職員の意識向上のための取組や医薬品の安全管理に関する手順書の作成など，医療安全対策を徹底し，医療事故の未然防止に努めること。

�２ 患者・住民サービスの向上

ア 来院者に快適な院内環境を提供するため，適切な施設管理や施設環境の保全に努めること。

イ 外来診療，検査，会計等における待ち時間の短縮を図り，住民サービスの向上を促進すること。

ウ 徳島県個人情報保護条例に基づきカルテやレセプトなど個人情報の保護を徹底するとともに，患者本人への適切な開示に努めること。

エ 医療に関する相談体制を充実し，患者の利便性の向上に努めること。

オ 投書箱の設置等により，来院者の意見や要望が反映できる仕組みづくりに努めること。

�３ 地域の医療機関との連携

ア 地域医療支援病院として地域の医療機関との連携を一層強化し，「紹介率・逆紹介率」の維持・向上を図るとともに，「病・病連携」や「病・診連携」

の促進を図ること。

イ 医療連携体制に基づく地域完結型の医療を実現するため，地域連携クリティカルパスの整備普及に努めること。

ウ 退院後の療養等への支援として相談体制の充実を図るとともに，地域の介護・福祉機関との協力体制の強化を図ること。

�４ 救急医療の強化

県北部の主要な２次救急医療機関として受入体制の強化を図るとともに，地域の１次救急医療機関との役割分担や連絡体制の整備，消防機関との連携

強化に努めること。

�５ がん医療の充実

地域がん診療連携推進病院として県内のがん診療連携拠点病院との連携を図るとともに，チーム医療によるがん診療の質の向上及び緩和ケアの提供な

ど，がん医療の充実に努めること。

�６ 生活習慣病に対する医療の促進

地域住民に対する生活習慣病の発症予防啓発を促進するとともに，健康管理センターでの予防健診の充実に努めること。

�７ 産科医療や小児医療の充実

産科及び小児科の診療体制の確保に努めるとともに，他の診療科との連携や役割分担を促進し，病院全体で産科医療や小児医療の充実強化を図ること。

２ 地域支援事業

再校
１８０
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�１ 地域医療への支援

ア 地域の基幹病院としての役割を担うため，高度医療機器の共同利用を促進し，地域の医療水準の向上に努めること。

イ 地域の医療機関や行政機関との連携を強化するとともに，広報誌やホームページ等を通じ，最新の医療情報や病院情報の提供，住民の健康に対する

啓発に努めること。

ウ 訪問看護ステーションや居宅介護支援センターにおける支援活動の質の向上に努めること。

�２ 地域への社会的貢献

地域住民への公開講座やセミナー等の開催を促進するとともに，地域の医療機関や地域住民等が開催するセミナー等への講師派遣に努めること。

３ 災害時における医療救護

�１ 医療救護活動の拠点機能

災害拠点病院として，災害発生時の傷病者の受入体制を構築するとともに，地域の医療機関や他の災害拠点病院との連携を強化するなど，医療救護体

制の拡充に努めること。

�２ 他地域における医療救護への協力

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の技能向上を図り，他地域における医療救護活動への協力体制の強化に努めること。

４ 教育研修事業

�１ 質の高い医師の養成

ア 医療水準の向上を図るため，専門的な教育や研修の充実を推進し，質の高い医師の養成に努めること。

イ 臨床研修病院として，他の臨床研修病院との連携や特色のある臨床研修プログラムの設定等により臨床研修医の確保に努めるとともに，質の高い研

修指導医の養成に取り組むこと。

�２ 看護師等に対する教育

看護師やその他のコメディカル等の専門性の向上を図るため，研修制度の整備や資格取得を促進すること。

�３ 看護専門学校の充実強化

ア 質の高い教員の計画的な養成に努めるとともに，病院機能との一体的運営である利点を生かし，教育内容の質の向上を図ること。

イ 県内の高等学校等との連携強化を図り，優秀な看護学生の確保に努めるとともに，県内の医療機関への就職を促進すること。

５ 調査研究事業

�１ 調査及び臨床研究の実施

再校
１８１
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各種疾患の疫学統計調査や臨床研究，大学等研究機関との共同研究を促進し，県内の医療水準の向上に努めること。

�２ 診療等の情報の活用

個人情報の保護を原則として，地域の医療機関への情報提供など医療の質の向上につながる環境整備を促進すること。

�３ 保健情報及び医療情報の提供

専門的な医療情報や病院での調査結果等について，広報誌やホームページ等による情報提供を促進すること。

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

１ 業務運営体制

�１ 効果的な組織体制の確立

理事長のリーダーシップにより経営効率の高い業務執行体制を確立すること。

�２ 診療体制，人員配置の弾力的運用

医療需要の変化に対応し，医師や看護師の配置など診療体制の弾力的な運用を図ること。

�３ 人事評価システムの構築

職員の業績や能力を適正に評価するとともに，努力した職員が相応な処遇を受けられるよう，客観性の高い人事評価制度の構築を図ること。

�４ 事務職員の専門性の向上

病院事務に精通した事務職員の育成に努め，専門性の向上に努めること。

２ 業務運営方法

�１ 多様な契約方法の導入

透明性や公平性の確保に努めるとともに，複数年契約などの契約方法を導入することにより費用の節減や事務の簡素化を図ること。

�２ 収入の確保

ア 病床利用率の向上や医療機器の効率的運用に努め，収益力の強化を図ること。

イ 診療報酬の請求漏れや未収金の未然防止等に努めること。

�３ 費用の抑制

医薬品や診療材料等の購入方法の見直しや在庫管理の適正化等により費用の抑制に努めること。

第４ 財務内容の改善に関する事項

１ 経常収支比率

再校
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収益力の強化や業務運営の効率化を図ることにより，中期目標期間の最終年度までに経常収支比率１００％以上を達成すること。

２ 職員給与費対医業収益比率

職員給与費対医業収益比率の低減に努めることとし，その目標について中期計画により定めること。

第５ その他業務運営に関する重要事項

１ 施設及び設備の整備

施設及び設備について，医療技術の進展や地域の医療需要，費用対効果等を総合的に勘案し計画的に整備すること。

２ 職員の就労環境の向上

�１ 良好な職場環境づくり

職員間のコミュニケーションを図り，良好な職場環境づくりに努めること。

�２ 就労環境の整備

育児支援体制の充実を図るなど，職員が安心して働くことのできる就労環境を整備すること。

提案理由

地方独立行政法人法第２５条第１項の規定により，地方独立行政法人徳島県鳴門病院の中期目標を定めるに当たり，同条第３項の規定により議決を経る必要が

ある。これが，この案件を提出する理由である。

再校
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初校

�１８４
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損害賠償の額の決定及び和解について

交通事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第２号

損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

平 成２５年 ２ 月１８日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

徳島市在住 １名 ８９，０００ 平成２４年１０月４日 徳島市地内 平成２５年１月２８日

徳島市在住 １名 １８９，０７４ 平成２４年１０月４日 徳島市地内 平成２５年１月２８日

阿波市在住 １名 ６８，３７０ 平成２４年１０月１６日 美馬市地内 平成２５年１月２８日

徳島市在住 １名 １１２，０００ 平成２４年１１月２０日 徳島市地内 平成２５年２月５日

円

再校
報告第２号 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について １８７
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�１８８
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損害賠償の額の決定及び和解について

道路事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第３号

損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

平 成２５年 ２ 月１８日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

勝浦郡勝浦町在住 １名 ３０５，０００ 平成２４年８月１３日 徳島市地内
（県道新浜勝浦線） 平成２５年２月５日

勝浦郡上勝町在住 １名 ２４，０００ 平成２４年８月２７日 勝浦郡上勝町地内
（県道徳島上那賀線） 平成２５年２月５日

徳島市在住 １名 ２６４，０００ 平成２４年８月３０日 那賀郡那賀町地内
（国道１９５号） 平成２５年２月５日

勝浦郡勝浦町在住 １名 １３１，０００ 平成２４年９月１日 小松島市地内
（県道徳島上那賀線） 平成２５年２月５日

三好市所在 １法人 １０３，０００ 平成２４年１０月２日 三好市地内
（県道勝浦三野線） 平成２５年２月５日

阿南市在住 １名 ２８，０００ 平成２４年１１月２０日 那賀郡那賀町地内
（国道１９５号） 平成２５年２月５日

那賀郡那賀町在住 １名 １０５，０００ 平成２４年１２月１０日 那賀郡那賀町地内
（国道１９３号） 平成２５年２月５日

円

再校
報告第３号 損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について １８９

平成25年2月議案



初校

�１９０

平成25年2月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

誤認による取締行為に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第４号

損害賠償（誤認による取締行為）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

平 成２５年 ２ 月１８日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 取 締 年 月 日 取 締 場 所 専決処分年月日

岡山県総社市在住 １名 ２６５，７２０ 平成２１年４月６日 徳島市地内 平成２５年２月５日
円

再校
報告第４号 損害賠償（誤認による取締行為）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について １９１

平成25年2月議案
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